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厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業） 
分担研究報告書 

 
たばこ価格政策の戦略的実現とその効果検証に関する研究 

 
研究分担者 望月友美子 国立がんセンターがん対策情報センターたばこ政策研究部長 

 

【研究要旨】 
たばこ需要抑制策として、FCTC 第 6 条によりたばこ増税を伴うたばこ価格政策が求めら

れているが、2010 年に我が国で経験した画期的なたばこ増税の消費抑制効果について、
低価格帯たばこ製品への消費移行に主眼を置いて分析した。消費本数や喫煙率の低減と
いう効果は一時的に認められたものの、低価格帯の製品への消費増加により当初期待され
た消費低減効果が減弱されることを明らかにした。今後は消費動向及びたばこ産業のマー
ケティングも監視対象にすべきであるとともに、継続的にたばこ消費を減少させる一方で、
増収、増益を維持するためには、定期的なたばこ増税を伴うたばこ価格の値上げが必要で
ある 

A. 研究目的 
 たばこ増税やその他のたばこ規制による
消費抑制効果を計測するために、2010 年
10 月 1 日のたばこ価格改定前後の「ランキ
ングの変化傾向」と販売額と税への影響を
調査することを目的とした。 
 
B. 研究方法 
 調査情報源は次のように、公的に入手しう
る各種データとした。 
 ・ランキング情報：日本たばこ協会「年度
別上位 20 銘柄推移」（2008 年度～2012 年
度）による販売本数、販売代金 
 ・年度別総販売数量、代金：日本たばこ協
会「年度別販売実績推移一覧」 
 ・たばこ税額：財務省租税及び印紙収入
決算調 
 
 年度別上位 20 銘柄は細かい個別銘柄で、
一覧からは傾向を捉えにくいため、次のよう
な変換を行い、販売数量、販売代金、税額
の比較を行った。 
 ・一次変換：ブランドファミリー製品グルー
プへの統合＊）。 
(＊）｢マイルドセブン｣は 2013 年 2 月に｢メビ
ウス｣へ変更されたため、ブランドファミリー
製品グループはメビウスに統一。 
例）マイルドセブン・スーパーライト→メビウ

ス、マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 
→ マルボロ 
 ・二次変換 一次変換後の結果でも傾向
を捉えにくいため、価格グループに分類し
比較を行った。 
 
価格グループ 内 容 
プレミアム 現価格 440 円の銘柄 
高 現価格 410 円の銘柄 
中 現価格 400 円から 310 円

の銘柄（上位 20 銘柄には
ない） 

低 現価格 300 円以下の銘
柄（旧３級品の紙巻きたば
こ）＊＊） 

（＊＊）エコー、わかば、しんせい、ゴールデン
バット、バイオレット及びウルマ 
 
 2010 年度は価格改定が 10 月に行われた
ため、各銘柄の新旧価格と税について平均
値を適用した。 
 ・各銘柄の販売代金計算＝過去の該当
年度の価格（20 本あたり）×販売数/20(本)
とした。 
 ・消費税額＝（販売代金／105）×5（％）     
とした。 
 ・たばこ税額＝本数あたりの税額×販売
本数 として計算した。 
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（倫理面への配慮） 
 たばこ規制政策をテーマにした公的機関
や組織を対象とした政策研究であり、公開
資料や文献を用いた分析であるため、特に
倫理的な問題は発生しないと考えられる。 
 
C. 研究成果 
 価格改定により、安い低価格グループた
ばこへの乗り換え傾向が確認できた。具体
的には、20 位以内に登場する低価格商品
のわかば、エコーだけでも 2012 年度に
3.9％のシェアがあり、増加傾向にある。 
 2010年10月の価格改定（値上げ）効果に
より 2010 年度は販売数量が 237 億本減少、
2011 年度はさらに 127 億本減少し、喫煙者
の減少に寄与した。一方、販売代金は逆に
703 億円の増加（2010 年度の値上げによる
影響は 0.5 年分だけ影響）、2011 年度はさ
らに 4917 億円の増加となった。さらに、税
収もそれぞれ 881 億円、2,993 億円の増加
となった。これらのことから、2010 年の大幅

値上げによる低価格帯へのシフトは見られ
るものの、増税の目的である消費減少と増
収効果は一応果たされたことになる。しかし、
2012 年度は値上げによる禁煙、減煙効果
が弱くなったためか、販売数量が 24 億本減
少と下げ止まりし、販売代金は前年比 615
億円減、税は 353 億円減となっている。今
後、継続的にたばこ消費を減少させる一方
で、税収の増収、増益を維持するためには、
定期的なたばこ増税とともにたばこ価格の
値上げが必要であることを示唆する結果と
なった。 
 インターネットでデータの得られた３自治
体（龍ケ崎市、厚木市、小田原市）につい
て、値上げ前後での旧 3 級品のシェアを把
握したところ、全国値と同様の推移を示した
ので、この傾向は全国的な動向であること
が推察される。このことから、喫煙者自身の
低価格帯へのシフトとともに、喫煙者離れを
防ぐためのたばこ産業による計画的な配置
も考えられた。

表１ 2010 年 10 月価格改定前後のたばこ製品販売・たばこ税推移 
 
1) たばこ製品販売推移 
   2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 
販売数量（億本） 2,458 2,339 2,102 1,975 1,951 
販売代金（億円） 37,270 35,460 36,163 41,080 40,465 
税額（億円） 22,970 21,980 22,861 25,794 25,441 
税引き後代金（億円） 14,300 3,480 13,302 15,286 15,024 
販売平均単価(代金/本数/20) 303.3 303.2 344.1 416.0 414.8 
 
2) たばこ製品販売・たばこ税推移(前年度との差) 
   2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 
販売数量（億本） -119 -237 -127 -24 
販売代金（億円） -1,810 703 4,917 -615 
税額（億円） -990 881 2,933 -353 
税引き後代金（億円） -820 -178 1,984 -262 
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表２ 購入価格グループ乗り換えによる影響（現価格対象、税額） 
 
1) 紙巻きたばこひと箱あたりの税（円） 
価格帯  価格 たばこ税 消費税 税計 税引き後金額 
プレミアム  440 244.9 21.0 265.9 174.1 
高   410 244.9 19.5 264.4 145.6 
低   240 116.2 11.4 127.6 112.4 
 
2) 購入価格帯乗り換えによる影響 
移動  価格差 たばこ税差 消費税差 税差計  税引き後金額差 
プレミアム→高 -30 0 -1.5 -1.5 -28.5 
プレミアム→低 -200 -127.8 -9.6 -137.4 -61.7 
高→低 ＊＊＊) -170 -127.8 -8.1 -135.9 -33.2 
(＊＊＊）適用税率が異なるため価格が 170 円低下しても税引き後価格は 33.2 円しか下がらな
い。 
 
3) 単位（億本、％）あたりの影響 
販売 1 億本あたり(億円) シェア 1%あたり（億円 2012 年対象 1% = 19.5 億本） 

販売代金 税額   販売代金 たばこ税額 
プレミアム→低 -10.0  -7.1 プレミアム→低 -195.1  -137.7 
高→低 -8.5  -7.0 高→低  -165.8  -136.2 
 
参考（紙巻きたばこ税等の税率：円／千本） 
税       紙巻きたばこ 旧３級品の紙巻きたばこ 備考 
国たばこ税 国 5,302  2,517 たばこ税法第 11 条 
たばこ特別税 国 820 389 一般会計における債務の承継等に伴い必

要な財源の確保に係る特別措置に関する
法律 第 8 条 

道府県たばこ税 道府県 860 411 地方税法第 74 条の 5 
市町村たばこ税 自治体 5,262 2,495 地方税法第 468 条 
計  12,244 5,812 地方税法第 468 条 
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４）たばこ製品価格帯別シェアの推移 

  
 

５）たばこ製品価格帯別販売額推移 

 
 
・2011、2012 年度の結果より、低価格グループへの乗り換え概算量の計算式を作成した。 
低価格への移行本数＝（減少販売代金－減数量該当販売代金 ）／（低価格製品単価）×
１箱本数＝（減少販売代金－(減少販売本数 / 20×当年平均単価 )）／低価格製品単価 
×20 
 例：2012 年度の例 
  (615 – (( 24/20 ×415 )) ) / 240 ×20 ) = 9.75 億本 （2012 年度販売本数の約 0.5%） 
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D. 考察 
・2010 年 10 月の価格改定（値上げ）により
直後の販売数量及び代金は減ったが税収
は逆に増え、喫煙者を減らすためには好ま
しい結果となったが、値上げへの反応とし
て、低価格グループ製品購入へ乗り換える
喫煙者が増加した。乗り換えは年を追うごと
に拡大し、エコーとわかばだけでも約 4%の
シェアとなり販売平均単価も下がってきてい
る。低価格帯への移行は、公衆衛生上も税
収上も、期待効果を減弱させることから、監
視対象とすべきであろう。特に、増税は低
所得者層や若年者層に対する効果を期待
しているため、今後は増税のタイミングに合
わせたリスクコミュニケーションのキャンペー
ンも行うべきである。前回の増税時には、製
薬会社による禁煙外来のコマーシャルやメ
ディア露出は多かったが、公共機関による
キャンペーンは一切行われなかった。 
・価格帯について、高から低への乗り換え
（410 円から 240 円）により、販売価格は 170
円減であるが税は 128 円減、税引き後価格
は 33 円減となる。実質的には販売代金額
の約１／７が正味製品への販売影響額であ
るため、たばこ業界にとっては喫煙者が値
上げにより禁煙を行うよりも望ましい動向で
ある。反面、税制面では影響が大きく、１％
のシェアが高から低価格帯商品に乗り換え
るだけで 135 億円前後の税収減となる。今
後、消費税の増税により低価格商品への乗
り換えがさらに増えると考えられる。 
 

E. 結論 
・我が国で 2010 年度のたばこ増税は画期
的な増税であったが、その効果は一時的で、

しかも、たばこ産業に対する経済的負の効
果は認められなかったため、今後、国際価
格に近づけ、継続的な需要抑制効果を来
すためにも、年々、計画的にたばこ増税を
行うべきである。さらに、低価格帯のたばこ
製品や国際条約上は禁止対象となってい
る 10 本入りたばこ製品などの流通に対して
は、どのような消費者層が購入しているか
監視の対象とし、公衆衛生の目的にかなっ
た政策効果をもたらすよう、政策誘導を行う
べきである。 
 
F. 研究発表 
望月友美子. 21 世紀的課題としての無煙た
ばこの現状、FCTC や諸外国の対応. 公衆
衛生情報 vol.43, No.12, p4-5, 2014.  
望月友美子. たばこは危険な小さな「化学
工場」. 心とからだの健康 vol.18, No. 5, 
p14-20, 2014. 
日本学術会議脱タバコ分科会提言「無煙タ
バコ（スヌースを含む）による健康被害を阻
止するための緊急提言. 2013 年 8 月 30 日
（特任連携委員として提言を行った） 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
（予定を含む。） 
１．特許取得 
     特になし 
 
２．実用新案登録 
     特になし 
 
３．その他 
     特になし 



付録：WHOWHO 世界禁煙デー世界禁煙デー2014 のテーマ、ポスター、趣旨の紹介のテーマ、ポスター、趣旨の紹介
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のテーマ、ポスター、趣旨の紹介のテーマ、ポスター、趣旨の紹介 
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厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業） 

分担研究報告書 

 

受動喫煙防止の法規制の戦略的実現とその効果検証に関する研究 

〜レストラン、バー等のサービス産業の禁煙化による営業収入への影響の有無〜 

 

研究分担者 大和 浩 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

研究協力者 太田雅規 産業医科大学 産業生態科学研究所 准教授 

 江口泰正 産業医科大学 産業生態科学研究所 助教 

 今野由将 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健専門修練医 

 

研究要旨：「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第 8条では、官公庁や公共施設だけでなく、民間

のレストランやバー等のサービス産業も含めて全面禁煙とする法規制を締約国に求めている。実際に、2012

年までに 43 ヵ国でそのような法律が施行されている。一方、わが国においては、レストランやバー等のサー

ビス産業も規制の対象にした県単位の条例が 2010 年 4 月に神奈川県で、2012 年 3 月に 兵庫県で成立した。

しかし、直接的、間接的なタバコ産業側の活動、特に、「全面禁煙にすると営業収入が減少するおそれがある」

という根拠のない通説の流布により、サービス産業の営業区域に喫煙区域・喫煙室の設置を容認し、小規模

店舗は努力義務にとどめる内容となっている。今年度の研究では、レストラン、バー等のサービス産業を含

めて全面禁煙化した場合に営業上のマイナス効果が発生するかどうかについて、2009年に出版されたWHO IARC

のがん予防ハンドブック第 13 巻、第 4章「受動喫煙防止法によるサービス産業に対する経済影響評価」(IARC 

Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol.13 “Evaluating the Effectiveness of Smoke-free 

Policies”, Chapter 4 “Impact of smokefree-policies on buisinesses, the hospitality sector, and other 

incidental outcomes”)において、客観的な指標を分析した研究として取り上げられた 86 論文を、タバコ産業

との関連の有無、査読の有無に着目して、営業収入に与える結論との関係を分析した。その結果、タバコ産

業と関連のない 66 論文のうち 64 論文が査読の有無にかかわらず「レストランやバー等を全面禁煙化する法

規制による営業収入のマイナス効果なし」という結論であった。逆に、タバコ産業と関係のある 15 論文のう

ち 14 論文、および、タバコ産業との関係が不明の 5論文のうち 4論文が「減収あり」と結論しており、全面

禁煙化によるレストランやバーのサービス産業への影響を分析した論文を判断する際には、タバコ産業との

関連性に注意せねばならないことが認められた。 

 わが国には、小規模店舗まで含めたサービス産業の喫煙を規制する法律も条令も存在しないため、諸外国

のように客観的な指標を調査した論文は少なかった。愛知県で行われた各業種の飲食店の大規模な聞き取り

調査では、全面禁煙化した店舗の 95％が「営業収入は変化なし」であった。また、全国に店舗を持つ某ファ

ミリーレストランで行われた全席禁煙化前後の営業収入を分析した調査では、喫煙可能な区域を残した店舗

よりも全席禁煙化した店舗の方が営業収入は改善していた。 

 以上より、「レストラン等のサービス産業を全面禁煙化しても営業上のマイナス効果は発生しない」という

結論が得られた。本調査結果をサービス産業の経営者や自治体、特に、受動喫煙防止条例を検討している自

治体に周知することが重要であると考えられた。 
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Ａ．研究目的 

 2005 年、「たばこの規制に関する世界保健機関枠

組み条約（FCTC）」が発効した。2007 年に示された

FCTC 第 8 条「たばこの煙にさらされることからの

保護」に関する政策勧告、2011 年に示されたガイ

ドラインでは、「喫煙室の設置や空気清浄機の使用

による工学的なアプローチでは受動喫煙を防止す

ることはできない。受動喫煙から保護するための

効果的な対策としては、建物内を 100％完全禁煙と

する無煙環境とする措置が必要（厚生労働省訳）」

とされており、締約国に対して建物内を全面禁煙

とする立法上の措置をとることを求めている。 

 すでに、海外ではイギリスやアイルランド、ニ

ュージーランドなど多くの国で、また、カナダや

オーストラリアでもほとんどの州で一般の職場や

公共的施設だけでなく、レストランやバー等のサ

ービス産業も含めて全面禁煙とする法律が施行さ

れ、その結果、国民全体の喫煙率が減少し、喘息

や心筋梗塞などの喫煙関連疾患が減少し始めたこ

とが報告されている。なお、FCTC を批准していな

いアメリカでも過半数の州で同様の州法が施行さ

れており、ロシアも 2013 年に包括的な喫煙対策に

関する法律を成立させ、2014 年 6 月からはロシア

全土の屋内施設が全面禁煙となる予定である。 

 一方、わが国では 2003 年に施行された健康増進

法において、「多数の者が使用する施設では受動喫

煙を防止するために必要な措置を講ずること」が

努力義務とされたことにより、銀行や郵便局の窓

口、関東地方の私鉄が全面禁煙となるなど一定の

効果はみられた。しかし、努力義務であり罰則規

定もないこと、また、同年に厚生労働省から示さ

れた「一定の要件を満たす喫煙室」が官公庁や企

業に設置されたこともあり、FCTC が示している屋

内施設の 100％全面禁煙の達成が出来ていない。特

に、レストランやバー等のサービス産業では、「全

面禁煙により営業収入が減少するおそれがある」

という根拠のない通説により、その対策が遅れ、

結果としてレストランやバー等のサービス産業の

利用者だけでなく、そこを職場として働く多くの

労働者が職業的な受動喫煙に曝露されている。 

 屋内施設の禁煙化が遅れているわが国ではある

が、2010 年の厚生労働省健康局長通知「受動喫煙

防止対策について」（健発 0225 第 2 号）、および、

2012 年の「受動喫煙防止対策の徹底について」（健

発 1029 第 5号）により、官公庁では喫煙室を廃し

て建物内の全面禁煙化が進みつつある。また、学

校や病院では屋外の喫煙コーナーを廃して敷地内

の全面禁煙化も進みつつある。 

 我々は先行研究において、わが国で最も受動喫

煙防止対策が遅れているレストランやバー等のサ

ービス産業の禁煙化を進めるための研究を行った。

つまり、FCTC 第 8 条で求められたようにレストラ

ン等のサービス産業を含む屋内施設を全面禁煙と

する法律が施行された場合の受動喫煙防止の効果、

および、喫煙関連疾患の減少に関する論文につい

て、以下の３つのリサーチクエスチョン（RQ）を

設定し、系統的な文献レビューをおこなった。喫

煙関連疾患の減少、特に急性冠症候群の減少に関

する論文の評価を行った。 

 

           RQ1  受動喫煙曝露減少 

受動喫煙防止法・条例          喫煙関連疾患減少 

           RQ2   喫煙率・消費量減少    

                           RQ3 
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RQ1：受動喫煙防止法は受動喫煙の曝露を防止 

   させる上で有効であるか？ 

RQ2：受動喫煙防止法により喫煙率やタバコの 

   消費量が減少するか？ 

RQ3：受動喫煙防止法により喫煙関連疾患 

  （急性冠症候群）が減少するか？ 

 

 ３つの RQ に関する系統的なレビューの結果、受

動喫煙防止法の成立により、屋内施設における受

動喫煙が防止されたことことが喫煙により発生す

る微小粒子状物質（PM2.5）濃度やガス状ニコチン

濃度の減少により客観的に照明されたこと（RQ1）、

国民全体のタバコ消費量と喫煙率が減少したこと

（RQ2）、その結果、国民全体の急性冠症候群が減

少したこと（RQ3）を報告した。 

 その後に行われたメタアナリシスにより、急性

冠症候群だけでなく、その他の心疾患や脳血管疾

患、呼吸器疾患による死亡の減少にも有効である

こと、法規制以前からの患者数の減少傾向を考慮

しても法規制の効果は有意であることに関する報

告が相次いでいる。つまり、屋内施設を全面禁煙

とする健康面からの科学的根拠は十分に存在する

ことを意味する（なお、この結果をもとに受動喫

煙防止法の必要性に関するファクトシートの作成

も行った）。 

 これまでに屋内を全面禁煙とする受動喫煙防止

法を志向した国々で、また、わが国において 2010

年に施行された「神奈川県公共的施設における受

動喫煙防止条例」、兵庫県で 2012 年に施行された

「受動喫煙の防止等に関する条例」、2012 年に審議

されたが取り下げとなった「大阪府受動喫煙防止

等に関する条例（案）」のいずれでも問題となった

のは、「レストラン等のサービス産業を全面禁煙に

すると営業収入が減少する」という根拠のない通

説であった。 

 4 つめのリサーチクエスチョンに相当する 

RQ4：レストランやバー等のサービス産業を含む 

   屋内施設を全面禁煙とした法規制により 

   サービス産業の営業収入は減少するか？ 

について、2009 年、WHO 国際がん研究機関（IARC）

がについておこなった系統的なレビューの構造化

抄録を精査するとともに、わが国で行われた各業

種の飲食店の禁煙化前後の営業収入に関する論文

の評価、および、某ファミリーレストランチェー

ン店の営業収入の再分析をおこなった。 

 

Ｂ．研究方法 

１．諸外国で施行されたレストランやバー等のサ

ービス産業の全面禁煙とする法規制前後の営業へ

の変化に関する文献的検討 

 2009年に出版されたWHO IARCのがん予防ハンド

ブック第 13 巻、第 4章「受動喫煙防止法によるサ

ービス産業に対する経済影響評価」(IARC 

Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco 

Control, Vol.13 “Evaluating the Effectiveness of 

Smoke-free Policies”, Chapter 4 “Impact of 

smokefree-policies on buisinesses, the 

hospitality sector, and other incidental outcomes” 

は、以下の 4 つの基準を満たす論文をもとに、法

規制がレストランやバー、ビンゴホール、ボーリ

ング場、ホテル、モーテル等のサービス産業の経

済上の影響を検討している。 

基準① 地域全体のレストランやバーのサービス産

業の経済活動を正確に反映する公的資料、例え

ば、税収、営業収入、従業員数の雇用統計、営

業されている店舗数などに基づく論文 
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基準② 受動喫煙防止法の施行年を含む前後数年

間のデータに基づく論文（なぜなら、経済の好・

不況の影響を除外でき、また、店舗側の受動喫

煙防止法の遵守と国民の行動変化が安定するに

はある程度の期間が必要なため） 

基準③ 受動喫煙防止法の施行以前から潜在する長

期的な傾向、および、法律以外にもレストラン

やバー等の経済活動に影響を与えうる要因まで

含めて評価できる適切な統計手法が用いられて

いる論文 

基準④ 受動喫煙防止法が施行されなかった地域の

経済活動の変化と比較可能で、法律の有無によ

る影響・効果を評価できる論文 

 

２．わが国の各業種の飲食店における全面禁煙前

後の営業収入の変化に関する文献的検討 

 医中誌 Web を用いて「飲食店」「受動喫煙」「経

営」「営業収入」のキーワードを用いて検索した。 

 

３．わが国のファミリーレストランで実施された

全席禁煙化による営業収入の変化の分析  

 1970 年代より全国で 259 店舗を展開するファミ

リーレストランでは、老朽化による改装を行う際

に、全客席の禁煙化（喫煙専用室あり）、もしくは、

喫煙席を壁と自動ドアで隔離する分煙化による受

動喫煙対策をおこなった。2009 年 2〜12 月度に全

客席を禁煙化した 59 店舗と、分煙化した 17 店舗

の営業収入の相対変化を、改装の 24〜13 ヵ月前、

12〜1 ヵ月前、改装 1〜12 ヵ月後の各 12 ヵ月間で

比較し、客席での喫煙の可否による影響が存在す

るかどうかを検討した。改装がおこなわれておら

ず、従来通り、喫煙区域と禁煙区域の設定のみを

行っている 82 店舗を比較対照とした。解析は

Two-way repeated measures ANOVA を行い、多重比

較検定は Scheffe 法を用いた。 

  

（倫理面への配慮） 

 本研究は、世界保健機関（WHO）、日本公衆衛生

雑誌をはじめ、すでに公開された論文の分析であ

り、倫理上の問題は発生しない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．諸外国で施行されたレストランやバー等のサ

ービス産業の全面禁煙とする法規制前後の営業へ

の変化に関する文献的検討 

 WHO IARC のがん予防ハンドブック第 13 巻、第 4

章「受動喫煙防止法によるサービス産業に対する

経済影響評価」で示された 4 つの基準の全部もし

くは基準の一部を満たす論文数を、タバコ産業と

の関連の有無、査読の有無をもとに一覧表にして

表 1に示す。 

 タバコ産業以外の研究組織による論文は、査読

の有無にかかわらず、レストランやバー等のサー

ビス産業を全面禁煙とする法規制で「マイナス影

響なし」と結論しており、逆に、タバコ産業との

関連が不明、もしくは、タバコ産業によって書か

れた論文は「減収あり」が多かった。 

 客観的なデータの分析結果で、タバコ産業と関

係がなく、査読を経て発表された 25 論文(表 2)、

客観的なデータの分析ではあるが査読のない41論

文（表 3）、タバコ産業によって書かれた 15 論文（表

4）、タバコ産業との関連が不明の 5論文に（表 5）

をそれぞれ、一覧表としてまとめた。 

 

２．わが国の各業種の飲食店における全面禁煙前

後の営業収入の変化に関する文献的検討 



 飲食店の受動喫煙防止対策

は、対策と経営状況に関して査読のある

検索された。

 2008 年、浜松市の

抽出した調査では（回収率

店舗が受動喫煙防止対策を実施しない理由は「顧

客を失うことが心配」が

山ら, 厚生の指標

 2009年から

域で行われた

り調査では、

63.4％が未対策であった。全面禁煙店舗について

は、禁煙化後の来客数と営業収入は

なく、増加が

による経営上のマイナス影響は少なかった（宇佐

美ら. 日本公衆衛生雑誌

 2011 年、

ホテル等の宿泊施設

郵送法で調査した結果（回収率

の 6 割弱が対策未実施であり、対策を行っていな

い理由として

おそれ）」を挙げていた（吉村ら

2013）。 

  

３．わが国の

全席禁煙化による

１）未改装店

の営業収入の季節性変化と経年変化

 改装を行なわず喫煙区域と禁煙区域の設定のみ

であった 82

年 1月を 100

冬に少なく夏に多いという季節性変化があること、

また、2008

の受動喫煙防止対策

経営状況に関して査読のある

検索された。 

浜松市のレストラン

抽出した調査では（回収率

店舗が受動喫煙防止対策を実施しない理由は「顧

客を失うことが心配」が

厚生の指標, 2010

から2010年かけて

域で行われた各業種の飲食店

り調査では、16.4％が全面禁煙で

％が未対策であった。全面禁煙店舗について

は、禁煙化後の来客数と営業収入は

なく、増加が 1.5％、減少が

による経営上のマイナス影響は少なかった（宇佐

日本公衆衛生雑誌

年、某保健所管内の

ホテル等の宿泊施設の受動喫煙防止対策について

郵送法で調査した結果（回収率

割弱が対策未実施であり、対策を行っていな

い理由として 2 割が「客数・

」を挙げていた（吉村ら

３．わが国のファミリー

による営業収入の変化

未改装店（喫煙区域、禁煙区域の設定のみ

の営業収入の季節性変化と経年変化

改装を行なわず喫煙区域と禁煙区域の設定のみ

82 店舗（未改装群）の営業収入を、

100％とした 5

冬に少なく夏に多いという季節性変化があること、

2008 年 9 月に発生した経済不況（リーマン

の受動喫煙防止対策の実施状況、あるい

経営状況に関して査読のある

レストランの 10

抽出した調査では（回収率 96.9％）、居酒屋以外の

店舗が受動喫煙防止対策を実施しない理由は「顧

客を失うことが心配」が 40.1％で最も多かった（長

, 2010）。 

年かけて都市部を除く愛知県全

各業種の飲食店 8,858

全面禁煙で 20.2

％が未対策であった。全面禁煙店舗について

は、禁煙化後の来客数と営業収入は

％、減少が 3.9％であり、禁煙化

による経営上のマイナス影響は少なかった（宇佐

日本公衆衛生雑誌, 2012）。 

某保健所管内の飲食店や理美容施設、

の受動喫煙防止対策について

郵送法で調査した結果（回収率 49.3

割弱が対策未実施であり、対策を行っていな

割が「客数・売り上げの減少

」を挙げていた（吉村ら. 四国大学紀要

ファミリーレストラン

営業収入の変化の分析

（喫煙区域、禁煙区域の設定のみ

の営業収入の季節性変化と経年変化

改装を行なわず喫煙区域と禁煙区域の設定のみ

店舗（未改装群）の営業収入を、

5年間の推移を図

冬に少なく夏に多いという季節性変化があること、

月に発生した経済不況（リーマン

の実施状況、あるい

経営状況に関して査読のある 3 論文が

10 分の 1を系統

％）、居酒屋以外の

店舗が受動喫煙防止対策を実施しない理由は「顧

％で最も多かった（長

都市部を除く愛知県全

8,858 店舗の聞き取

20.2％が分煙、

％が未対策であった。全面禁煙店舗について

は、禁煙化後の来客数と営業収入は 95％で変化が

％であり、禁煙化

による経営上のマイナス影響は少なかった（宇佐

 

飲食店や理美容施設、

の受動喫煙防止対策について

49.3％）、飲食店

割弱が対策未実施であり、対策を行っていな

売り上げの減少（の

四国大学紀要

レストランで実施された

の分析 

（喫煙区域、禁煙区域の設定のみ

の営業収入の季節性変化と経年変化 

改装を行なわず喫煙区域と禁煙区域の設定のみ

店舗（未改装群）の営業収入を、2007

年間の推移を図 1に示す。

冬に少なく夏に多いという季節性変化があること、

月に発生した経済不況（リーマン
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の実施状況、あるい

論文が

を系統

％）、居酒屋以外の

店舗が受動喫煙防止対策を実施しない理由は「顧

％で最も多かった（長

都市部を除く愛知県全

店舗の聞き取

％が分煙、

％が未対策であった。全面禁煙店舗について

％で変化が

％であり、禁煙化

による経営上のマイナス影響は少なかった（宇佐

飲食店や理美容施設、

の受動喫煙防止対策について

飲食店等

割弱が対策未実施であり、対策を行っていな

（の

四国大学紀要, 

で実施された

（喫煙区域、禁煙区域の設定のみ）

改装を行なわず喫煙区域と禁煙区域の設定のみ

2007

に示す。

冬に少なく夏に多いという季節性変化があること、

月に発生した経済不況（リーマン

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

が認められた。

 

２）

業収入の比較

 

の

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

て営業収入は一様に低下していた。

 

が良好な店舗から改装を始めたため、その

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

った。

 

専用室あり）の改装を行った

81.6

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

行った

84.1

 

Ｄ．考察

 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

の履行状況のモニタリング（

2012

ン

禁煙とする法規制が行われていた。

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

が認められた。

 

２）改装の有無と受動喫煙対策の内容別にみた営

業収入の比較 

 図 2 に示すように、店舗の改装が始まる

の 1 年間は、すべての店舗が喫煙席と禁煙席が設

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

て営業収入は一様に低下していた。

 改装前 1 年の平均値の比較であるが、営業収入

が良好な店舗から改装を始めたため、その

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

った。 

 改装前後の

専用室あり）の改装を行った

81.6％から84.9

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

行った 17 店舗の営業収入の変化は

84.1％で有意差は認められなかった。

 

Ｄ．考察 

 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

の履行状況のモニタリング（

2012年時点で色の濃い国で示す

ンやバー等のサービス産業を含む屋内施設を全面

禁煙とする法規制が行われていた。

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

が認められた。 

改装の有無と受動喫煙対策の内容別にみた営

 

に示すように、店舗の改装が始まる

年間は、すべての店舗が喫煙席と禁煙席が設

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

て営業収入は一様に低下していた。

年の平均値の比較であるが、営業収入

が良好な店舗から改装を始めたため、その

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

改装前後の 1 年間の比較では、全席禁煙（喫煙

専用室あり）の改装を行った

84.9％と有意に増加したが

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

店舗の営業収入の変化は

％で有意差は認められなかった。

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

の履行状況のモニタリング（

年時点で色の濃い国で示す

等のサービス産業を含む屋内施設を全面

禁煙とする法規制が行われていた。

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

改装の有無と受動喫煙対策の内容別にみた営

に示すように、店舗の改装が始まる

年間は、すべての店舗が喫煙席と禁煙席が設

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

て営業収入は一様に低下していた。 

年の平均値の比較であるが、営業収入

が良好な店舗から改装を始めたため、その

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

年間の比較では、全席禁煙（喫煙

専用室あり）の改装を行った 59 店舗の営業収

％と有意に増加したが（

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

店舗の営業収入の変化は

％で有意差は認められなかった。

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

の履行状況のモニタリング（MPOWER 2013

年時点で色の濃い国で示す43ヵ国でレストラ

等のサービス産業を含む屋内施設を全面

禁煙とする法規制が行われていた。 

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

改装の有無と受動喫煙対策の内容別にみた営

に示すように、店舗の改装が始まる 2 年前

年間は、すべての店舗が喫煙席と禁煙席が設

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

 

年の平均値の比較であるが、営業収入

が良好な店舗から改装を始めたため、その 1 年前

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

年間の比較では、全席禁煙（喫煙

店舗の営業収入は

％と有意に増加したが（P <0.001）、

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

店舗の営業収入の変化は 82.4％から

％で有意差は認められなかった。 

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

2013）では、

ヵ国でレストラ

等のサービス産業を含む屋内施設を全面

 

ショック）以降の営業収入は漸減傾向であること

改装の有無と受動喫煙対策の内容別にみた営

年前

年間は、すべての店舗が喫煙席と禁煙席が設

定された同じ対策であり、経済不況の影響を受け

年の平均値の比較であるが、営業収入

年前

の平均値は改装が行われなかった店舗よりも高か

年間の比較では、全席禁煙（喫煙

入は

）、

喫煙席を壁と自動ドアで仕切った改装（分煙）を

％から

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

）では、

ヵ国でレストラ

等のサービス産業を含む屋内施設を全面
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  レストランやバー等を含む屋内施設を禁煙化

する法規制を施行する際に問題となるのは、「全面

禁煙とする法規制により来客数と営業収入が減少

するおそれがある」という根拠のない通説である。 

 今回、IARC のハンドブックで検討されたレスト

ランやバー等の全面禁煙化による営業上のマイナ

ス影響が発生するかどうかについて客観的な指標

を分析した 86 論文により、タバコ産業と関連のな

い 66 論文のうち 64 論文が査読の有無にかかわら

ず「全面禁煙化による営業収入のマイナス効果な

し」という結論であった。逆に、タバコ産業と関

係のある 15 論文の 14 論文中とタバコ産業との関

係が不明の 5 論文のうち 4 論文が「減収あり」と

いう結論であったことから、全面禁煙化によるレ

ストラン等のサービス産業への影響を分析した論

文を判断する際には、タバコ産業との関連性に注

意せねばならないことが認められた。特に、IARC

のハンドブックでは、タバコ産業から直接的な助

成を受けた論文だけでなく、「タバコ産業から金銭

的な援助を受ける組織により助成された論文」「調

査経費の出資母体が記載されていない論文」「過去

にタバコ産業から助成を受けた著者により書かれ

た論文」も「タバコ産業との間接的な関係あり」

として取り扱われている点が重要であった。 

 なお、タバコ産業と関連がない論文で「減収あ

り」としたものは、有害なゲームの規制と屋内禁

煙化の法規制が同時期に行われたことでゲーム場

の収入が減少したことを報告した論文、および、

統計的な分析が不十分な上に他の社会的な要因の

関与がうかがわれた論文、サンプル数が小さいた

め結論出来なかった 3論文のみであった。 

 以上より、諸外国で行われたレストランやバー、

ビンゴホール、ボーリング場、ホテル、モーテル

等のサービス産業の屋内施設を禁煙化する法規制

は、その営業収入に影響がないことが考えられた。

なお、その理由として、屋内施設を禁煙とする法

規制が社会的に受け入れられたこと、喫煙者の利

用減少よりも非喫煙者の利用増加の方が大きかっ

たこと、屋外で喫煙出来ること、などが複数の論

文で述べられていた。 

 わが国では、神奈川県と兵庫県でレストラン等

の受動喫煙を防止する条例が施行されているが、

「一定の要件を満たす喫煙室・喫煙区域」が容認

され、また、小規模施設は規制から除外されてい

るため、諸外国のようにレストランやバー、居酒

屋等のサービス産業を全面禁煙化することでマイ

ナス影響が発生するかどうか、の検討を行うこと

が出来ない。そのような状況ではあるが、愛知県

が行った調査では、自主的に全面禁煙化した店舗

の 95％で「営業収入は変化なし」であった。本研

究で行ったファミリーレストランチェーン店の調

査では、全席禁煙化を行った店舗群では有意に営

業収入が増加したことが認められている。 

 今後も同様の調査を積み重ね、「全面禁煙化によ

り営業収入は減少しない」というエビデンスを積

み重ね、わが国のサービス産業の全面禁煙化とす

る法規制を成立させる政策に反映させることが重

要であると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 レストランやバー、ビンゴホール、ボーリング

場、ホテル、モーテル等のサービス産業を全面禁

煙とする法規制も、自主的な禁煙化の実施も、営

業収入にマイナスの影響を発生させなかった。 

 サービス産業を利用する顧客の受動喫煙の防止、

および、サービス産業を職場として働く労働者の

職業的な受動喫煙の防止を通じて、受動喫煙に起

因する疾患を予防するとともに、喫煙者の禁煙企

図を高めて喫煙率を下げ、国民全体の健康に寄与

することを目的とした政策が必要である。 
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査読 論文数 マイナス影響なし 減収あり 判断保留
あり 25 24  1* 0
なし 41 39 0    2**

あり なし 15 1 14 0
不明 なし 5 4 1 0

合計 86

査読がある論文で「減収あり」の論文は以下の3論文であった。
＊：有害なゲームの規制と屋内施設の喫煙規制が同時期に始まり、ゲーム場の収入が低下した論文

タバコ産業との
関連

なし

表1. レストラン、バー等のサービス産業を全面禁煙化した法規制後の営業収入を
課税対象となる営業収入、雇用統計など客観的データを用いて分析した論文

**：統計的な処理が不十分で、かつ、減収には他の要因の影響の存在が考えられる、と考察した論文
　　サンプル数が少ないため明確な結論を出していない論文。
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表2．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析し、査読を経て発表された25論文の一覧
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

規制前後
の分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

1

Alpert, et al,

Journal of
Community Health.
2007

ハーバード大学公衆
衛生大学院、客室乗
務員医学研究所

アメリカ、
マサチューセッツ州、
2004年7月、
職場（レストランとバー
を含む）を全面禁煙化

関連
なし

税務署、レストランの営業
収入、および、
アメリカ統計局、レストラン
等の従業員数

経年分析
あり

線形回帰分
析、Stata統
計パッケージ
による

考慮あり 規制法の前後で食事税の変化なし。
宿泊業で働く労働者数は増加（有意差な
し）。

マイナス
影響なし

マサチューセッツ州の多く
の市・町で、州法が施行
される前に、屋内施設を
禁煙とする条例が行われ
ていた。

査読あり

2

Bartosch, et al.

マサチューセッツ州公
衆衛生局、喫煙規制
プログラム報告書.
2002

アメリカ、
マサチューセッツ州、
ボストン市、
1998年9月30日、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの課税収入 経年分析
あり

最小二乗回
帰分析

考慮あり 1990年から2000年におけるボストン市の
レストランからの課税収入は、潜在する
傾向を考慮しても、喫煙規制の前後の
変化はなかった。
ボストン市内の顧客が規制のない近隣
自治体のレストランに移動した、という現
象も発生しなかった。

マイナス
影響なし

この結果は、規制の直前
に行われたSollarと
Ingram（1998)の研究と相
反するものであった。

査読あり

3

Bartosch & Pope.

Public Health
Management Practice.
1999

健康保護基金

アメリカ、
マサチューセッツ州、
1993年
レストランを禁煙化

関連
なし

すべてのレストランの課税
収入の分析
（店舗の一部で食品を販
売している店舗も含む）

経年分析
あり

重回帰分析 考慮あり レストランを禁煙とする規制の前後で、レ
ストランの課税の対象となる営業収入に
有意な変化はなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

4

Bartosch & Pope.

Tobacco Control.
2002

マサチューセッツ州公
衆衛生局、喫煙規制プ
ログラム

アメリカ、
マサチューセッツ州、
1996年、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランを全面禁煙とす
る規制を行った自治体と
そのような規制がなかった
自治体における、レストラ
ンの営業収入を1992〜
1998年で比較した

経年分析
あり

固定効果回
帰分析

考慮あり 地方のレストランの営業収入は、店内を
全面禁煙とする厳格な規制の前後で変
化はなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

5

Blecher EH.

South African Journal
of Economics.
2006

American Cancer
Societyなどの助成。

南アフリカ共和国
2006年、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

南アフリカ共和国、9州の9
年間のレストランの課税収
入の蓄積データをもとに分
析

経年分析
あり

蓄積データに
よる固定効
果分析、
LIMDEP
Econometric
s社製パッ
ケージ

考慮あり レストランの喫煙規制 マイナス
影響なし

査読あり

6

Cowling & Bond.

Health Economics.
2005

カリフォルニア州健康
局、タバコ規制課

アメリカ
カリフォルニア州、
1995年にレストランを全
面禁煙化、
1998年にバーを全面禁
煙化

関連
なし

レストランとバーの課税収
入、および、全体に占める
バーの課税収入を郡と州
レベルで1990年から2002
年までの四半期ごとに分
析

経年分析
あり

郡と州レベル
での1990年
から2002年
までの四半
期ごとの回帰
分析

考慮あり レストランを禁煙化する法規制により
バーの課税収入は若干減少した。
その後、バーも禁煙化する法規制により
全体に占めるバーの課税収入の割合と
課税収入全体が増加した。

マイナス
影響なし

カリフォルニア州は世界
で最も早く、バーを禁煙と
する法規制を行った。

査読あり

7

Edwards.

Tobacco Control.
2002

ニュージーランド政府
健康省

ニュージーランド、
2004年12月、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
の営業収入

経年分析
あり

四半期ごとの
回帰分析

なし 2002年以降レストランとカフェの利用者
数と営業収入は一貫して上昇していた。
規制直後の2005年第1四半期のバーと
ナイトクラブの営業収入はわずかに減少
したが、その後は従来からの上昇傾向
に戻った。

マイナス
影響なし

ゲーム場の営業収入は
減少した。

査読あり

8

Glantz & Charlesworth.

Journal of the
American Medical
Association.
1999

アメリカ国立がん研究
所

アメリカ
カリフォルニア州、
バーモント州、
ユタ州の3州と
ボウルダー市（コロラド
州）、フラッグスタッフ市
（アリゾナ州）など6都市
で1994年、95年、96年
に行われたレストランを
全面禁煙化

関連
なし

旅行業界への影響：
課税対象となるホテルの
営業収入を当該州・都市
の規制の前後、および、そ
のような規制のないアメリ
カの州の営業収入と比較

経年分析
あり

多変量線形
回帰分析

考慮あり 4つの州・市で統計的に有意に増加、
4つの州・市で統計的な有意差なし、
残る１つは増加割合が小さかった（ただ
し、減少はしなかった）。

マイナス
影響なし

禁煙規制の前、すべての
州・市でネガティブ・キャ
ンペーンが行われた。
しかし、規制前に予想さ
れたサービス産業やタバ
コ産業の減収はなかっ
た。

査読あり

9

Glantz & Smith.

American Journal of
Public Health.
1994 & 1997

アメリカ、
カリフォルニア州とコロ
ラド州（15市）、
1985年から1992年にか
けて行われたレストラン
を禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
の営業収入

経年分析
あり

経年変化と
ダミー変数を
含む法規制
に対する重
回帰分析

考慮あり 法規制により各州・市のレストランの営
業収入への影響はなかった。
バーの禁煙化の前後でも、課税収入に
占めるバーとバー以外でアルコールを
提供するレストランの割合は変化がな
かった。

マイナス
影響なし

カリフォルニア州の「喫煙
者の権利協会」は、バー
の収入が3.3％減少し、
ファストフード店の収入が
12.7％増加した、と主張し
た。しかし、その主張を裏
付ける調査結果は示され
ておらず、また、当該期
間の国民の消費行動に
関するそのような分析も
行われていなかった。

査読あり

10

Glantz & Smith.

American Journal of
Public Health.
1997

アメリカ国立がん研究
センターの助成研究

アメリカ、
カリフォルニア州とコロ
ラド州（15市）、
1985年から1992年にか
けて行われたレストラン
を全面禁煙化

関連
なし

レストランと小売業の課税
対象となる営業収入を比
較

経年分析
あり

法規制が効
力を発するか
どうかに対す
る経年変化と
ダミー変数を
含む重回帰
分析

考慮あり 法規制によりレストランの課税対象とな
る収入に変化はなかった。
規制の有無でマッチさせた州・市におけ
る小売業に占めるレストランの収入の割
合にも差はなかった。

マイナス
影響なし

Evansにより、規制の施行
日時に誤認がある、と批
判がなされたが、その後
の検討により、結果に対
する影響は小さかったこ
とが判明した。

査読あり

11

Glantz & Wilso-Loots.

Tobacco Control.
2003

アメリカ国立がん研究
センターの助成研究

アメリカ、
マサチューセッツ州、
2004年、
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

ビンゴホールを禁煙化す
る規制法、営業収入の分
析

経年分析
あり

経年変化を
加味した一
般線形分析

考慮あり 観察期間中に観察された営業収入の減
少は、その間の当該地域の人口減少の
変化と一致しており、喫煙に関する法規
制の影響ではなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

12

Goldstein & Sobel.

North Carolina
Medical Journal.
1998

ノースカロライナ大学
家庭医学講座

アメリカ、
ノースカロライナ州、
1993年、
レストランに禁煙席の設
置を義務化

関連
なし

小売業の課税収入に占め
るレストランの課税収入の
割合の分析

経年分析
あり

対応のある
t- 検定、およ
び、回帰分析

考慮あり 受動喫煙防止条例の有無による小売業
の課税収入に占めるレストランの課税収
入の変動を10の郡で5年間にわたり分析
したが、条例の影響は検出されなかっ
た。

マイナス
影響なし

ノースカロライナ州はアメ
リカ最大のタバコ産地で
ある（にもかかわらず影
響はなかった）。

査読あり



88 

表2．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析し、査読を経て発表された25論文の一覧（つづき）
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

規制前後
の分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

13

Huang, et al.

Morbidity and
Mortality Weekly.
1995

テキサス州健康局調
査

アメリカ、
テキサス州、
ウエストレイクヒルズ
（オースチン市郊外）、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの課税収入 経年分析
あり

線形回帰分
析

考慮あり 条例によりレストランの営業収入は増加
することが推測された。

マイナス
影響なし

査読あり

14

Hyland & Cummings.

Journal of Public
Health Management
Practice.
1999

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
マンハッタン区、ブロン
クス区、ブルックリン区、
リッチモンド区、クイーン
ズ区、
1995年4月10日、
35席以上のレストランは
バー部分を除き全面禁
煙化

関連
なし

レストランの店舗数と雇用
者統計

経年分析
あり

不十分：
レストランの
店舗数と従
業員数とそ
の相対変化
を比較

考慮あり 10の調査対象地区のうち、9地区でレス
トランの店舗数が増加した。すべての地
区でレストラン従業員数が増加した。

マイナス
影響なし

査読あり

15

Hyland, et al.

Journal of Public
Health Management
and Practice.
1999

Robert Wood Johnson
Foundation助成研究

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
1995年4月10日、
35席以上のレストランは
バー部分を除き全面禁
煙化

関連
なし

レストラン、および、ホテル
の課税対象収入と雇用者
数の絶対値の変化と相対
変化

経年分析
あり

レストランの
数と従業員
数の郡特異
的な変化の
絶対的およ
び相対的比
較

考慮あり ニューヨーク市のレストランとホテルの課
税対象収入は、それぞれ、2％と37％増
加した。一方、ニューヨーク州でニュー
ヨーク市以外の地区のレストランは4％
減少し、ホテルの収入の増加は2％で
あった。

マイナス
影響なし

条例はほとんどの屋内施
設に適用が拡大された
が、バーには適用されな
かった。

査読あり

16

Hyland, et al.

Journal of Public
Health Management
and Practice.
2000

アメリカ国立がん研究
所

アメリカ、
ニューヨーク州、
エリー市、
35席以上のレストランは
バー部分を除き全面禁
煙化（1997年、1998年
施行）

関連
なし

雇用者統計 経年分析
あり

多変量分析 考慮あり 喫煙の規制は、雇用されている者の総
数とその割合に影響がなかった。総数は
（規制のない）郡に比べて増加した。

マイナス
影響なし

冬季は失業者が増加し
た。

査読あり

17

Hyland, et al.

Cornell Hotel and
Restaurant
Administration
Quarterly.
2003

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
サフォーク市、
エリー市、
モンロー市、
ウェストチェスター市、
1995〜2000年、
レストランを全面禁煙化
もしくは、独立した排気
装置のある喫煙室を設
置することを義務化

関連
なし

レストランの課税対象とな
る営業収入、および、ホテ
ルの雇用者統計。

経年分析
あり

多変量線形
回帰分析

考慮あり 5つの郡で喫煙を規制する条例が施行さ
れたが、レストランとホテルの経済活動
には影響がなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

18

Luk, et al.

Addiction.
2006
（Ferrenceの2003年の
研究を更新）

カナダ、
オタワ州、
2001年、
一般の職場と公共的施
設を全面禁煙化

関連
なし

ライセンスのある（アル
コールを提供する）レスト
ラン、バー、ライセンスの
ない（アルコールを提供し
ない）レストラン、小売業、
その他のサービス産業の
営業収入。

経年分析
あり

規制法の前
後の経年変
化を加味した
回帰分析

考慮あり 屋内施設を禁煙化する法律の前後で、
レストランとバーの営業収入は影響を受
けなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

19

Mandel, et al.

Tobacco Control .
2005

National Cancer
Institute Grant,
CA 61021

アメリカ、
デラウェア州、
2002年11月、
ゲーム場を含む屋内施
設を全面禁煙化

関連
なし

ゲーム場の店舗ごとの営
業収入、および、ゲーム機
１台あたりの収入の分析

経年分析
あり

回帰分析 考慮あり ゲーム場を禁煙とする法律の施行前後
で、店舗あたりの収入も、ゲーム機1台
当たりの収入も変化はなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

20

Parker and Chiang,

Appplied Economic
Letters , 2007

アメリカ
カリフォルニア州、
1995年にレストランを全
面禁煙化、
1998年にバーを全面禁
煙化

関連
なし

1991年から2003年にかけ
て、298市のレストランと
バーの営業収入を分析

経年分析
あり

経年変化を
加味した分
析

考慮あり 営業収入は、各都市の雇用状況や平均
収入、年齢構成の影響を受けたが、レス
トランとバーを禁煙とする法規制の影響
はなかった。バーを禁煙とする規制の
後、バーの収入は増加した。

マイナス
影響なし

長期間にわたる調査で、
かつ、多数の都市の
3,495件以上の分析結果
であり、その結果の確実
性は非常に高い。

査読あり

21

Sciacc & Ratliff.

American Journal of
Health Promotion.
1998

アリゾナ州健康局、
疾病予防・健康増進セ
ンター

アメリカ、
アリゾナ州、
フラッグスタッフ市で
レストランを全面禁煙化

関連
なし

フラッグスタッフ市と喫煙
規制のなかったアリゾナ州
内の6都市のレストランの
営業収入を比較

経年分析
あり

営業収入の
経年変化を
加味した最
小二乗回帰
分析

考慮あり レストランを全面禁煙としても営業収入
には影響しなかった、という一貫した結
果が得られた。

マイナス
影響なし

フラッグスタッフ市はアリ
ゾナ州で最も早くレストラ
ンを全面禁煙とする条例
を施行した。

査読あり

22

Thomson & Wilson.
2006

BMC Public Health.

ニュージーランド、
オタゴ大学
ウェリントン医科大学
公衆衛生学部
ウェリントン市がん対
策局

ニュージーランド、
2004年12月、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

ニュージーランド統計局で
得られたレストランとバー
の営業収入総額と雇用者
数

なし 傾向と変動を
加味した対
照群との比
較が行われ
ていない

なし 季節変動で調整した2004年の第1〜3四
半期と2004年の年間の比較には、わず
かな差しかなかった。
2005年の第1〜3四半期は、前年同期比
でパブと居酒屋の雇用は24％増加、カ
フェとレストランは9％増加したが、ナイト
クラブは8％の減少であった。

マイナス
影響なし

査読あり

23

Wakefield, et al.
2002
Australian & New
Zealand Journal of
Public Health .

南オーストラリア州
雇用局

オーストラリア、
南オーストラリア州、
1999年、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの営業収入を
1991年から2001年にかけ
て分析

経年分析
あり

分割時系列
分析

考慮あり 喫煙のを含む1991年から2001年の
南オーストラリア州のレストランの毎月
の収入総額を、
a) 同州の小売業の収入総額と比較、
b) 全オーストラリアのレストランの総収
入額と比較したが、南オーストラリア州
のレストランの総収入額の低下はなかっ
た。喫煙の規制による影響はなかった。

マイナス
影響なし

査読あり

24

Stolzenberg &
D'Alessio.
2007

Evaluation Review.

アメリカ
カリフォルニア州、
1995年にレストランを全
面禁煙化、
1998年にバーを全面禁
煙化

記載
なし

課税対象となるレストラン
の食事とアルコールの営
業収入を、アルコールを提
供する店舗群と提供しな
い店舗群で分類し、1980
年1月から2004年9月まで
の99四半期で分析

経年分析
あり

単回帰分析
ARIMA model

なし アルコールを提供しない店舗郡は、法規
制の影響はまったくなかった。
アルコールを提供する店舗群では、法規
制の直後の減収があったが、短期間で
規制前のレベルに戻った。

マイナス
影響なし

著者らは、法規制が社会
的に受け入れたこと、お
よび、屋外席での喫煙が
容認されていたため、営
業収入が短期間で回復し
た、と指摘している。

査読あり

25

Lal and Siaphpush.

Journal of
Epidemiological
Community Health.
2008

オーストラリア、
ビクトリア州、
2002年9月、
電子式ゲームセンター
を含む屋内施設を全面
禁煙化

関連
なし

電子式ゲームセンターの
毎月の営業収入。

経年分析
あり

分割時系列
分析

考慮あり 電子式ゲームセンターの営業収入は長
期的なマイナスの影響が発生し、平均的
に14％の減収となった。

14％の
減益

長期的な減収の原因は、
喫煙規制法の直後に施
行された「問題のある電
子式ゲームの使用を規
制する措置」と関連するこ
とが指摘されている。

査読あり
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表3．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析した41論文の一覧（査読なし）
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

1

Alamar & Glantz

Comtemporary
Economic Policy.
2004 & 2007

カリフォルニア大学サ
ンフランシスコ校、タバ
コ規制研究センター

アメリカ諸州、
レストランの全面禁煙化

関連
なし

転売されたレストランの購
入総金額をレストラン数で
除した金額。

経年
分析

経年変化を
加味した分
析

考慮あり レストランが全面禁煙である州・市・郡で
は、そのような規制がない州・市・郡より
も転売された時の金額が、平均15,300ド
ル、16％大きかった。

マイナス
影響なし

Hendersonにより、喫煙の
法規制がある場合、レス
トラン数は減少するので、
転売時の価格は高くな
る、と反論があった。

査読なし

2

Bartosch & Pope.

マサチューセッツ州政
府刊行物
1995

マサチューセッツ州公
衆衛生局タバコ規制プ
ログラム

アメリカ、
マサチューセッツ州、
マサチューセッツ市、
ブルックリン区、
1994年、
レストランの全面禁煙化

関連
なし

ブルックリン区の4都市の
レストランの課税対象とな
る営業収入の分析

経年
分析

重回帰分析 考慮あり 1994年第2四半期と第3四半期のレスト
ランの課税対象となる営業収入を比較し
たところ、2.5％減少がみられた。この減
少割合は、前年の同時期の減少割合と
同じであった。また、ブルックリン区以外
の４都市でも同様の有意差のある減少
が観察された。1994年ブルックリン区の
第2、3四半期の食事に関する課税対象
となる税額の割合は、1992年と1993年
度同じであった。

マイナス
影響なし

ブルックリン区のレストラ
ンでの喫煙を規制した条
例直後の3ヵ月間の影響
を検討した。

査読なし

3

Bialous & Glantz.
1997

カリフォルニア大学サ
ンフランシスコ校、タバ
コ規制研究センター、
アメリカ国立がん研究
センター助成研究

アメリカ、
アリゾナ州、
1997年10月、
レストランの全面禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
の営業収入の分析

経年
分析

重回帰分析 考慮あり レストランの営業収入は法規制の前後
で2％上昇した。

マイナス
影響なし

査読なし

4

Bourns & Malcomson.
2001

オタワ市の依頼による
コンサルタント会社報
告書

カナダ、
オンタリオ州、
オタワ市、
2001年8月1日、
レストランの全面禁煙化

関連
なし

雇用者数、失業保険の申
請、破産店舗数

なし なし 考慮なし 2001年6月から10月のオタワ市における
宿泊業と飲食業の雇用者数は、全産業
の雇用者数が減少したのもかかわらず、
6.5％増加した。
失業保険の申請は前年の10月に比べ
9％減少した。
8月から11月の破産に関する統計では、
直前の2年間よりも低かった。

マイナス
影響なし

査読なし

5

Bourns & Malcomson.
2002

オタワ市の依頼による
コンサルタント会社報
告書

カナダ、
オンタリオ州、
オタワ市、
2001年8月1日、
レストランの全面禁煙化

関連
なし

レストランとバーの店舗
数、ビール販売量、破産
店舗数

経年
分析

なし 考慮なし 法規制開始後、オタワ市のレストランと
バーは33店舗増加した。
レストランの破産数は前年と同レベル。
バー、居酒屋、ナイトクラブの破産は法
規制の前年に増加し、規制後、さらに増
加した。
ビール販売量は10％減少した。

マイナス
影響なし

ハイテク産業の大量解雇
と出張の減少による経済
状況の悪化の影響があ
る。

査読なし

6

カリフォルニア州平等
局（Board of
Equalization）
1998

カリフォルニア州政府
税務局報告書

アメリカ
カリフォルニア州、
1995年にレストランを全
面禁煙化、
1998年にバーを全面禁
煙化

関連
なし

1997年、1998年、1999年
の小規模バーの営業収入
に関する統計

経年
分析

なし 考慮なし バーの法規制後、営業収入は毎年7％
上昇した。
その上昇は、法規制前よりも大きかっ
た。

マイナス
影響なし

査読なし

7

コロラド州ボールダー
市
1996

ボールダー市役所報
告書

アメリカ、
コロラド州、
ボールダー市、
1996年11月、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの課税対象とな
る営業収入

経年変
化加味

なし 考慮なし 法規制後の1月から10月の営業収入は
4％上昇した。

マイナス
影響なし

査読なし

8

Collins.
2005

アーカンソー州立大学
ビジネスリサーチセン
ター報告書

アメリカ、
アーカンソー州、
ファイエットビル市、
2004年3月、
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

ホテル、モーテル、レストラ
ンの課税対象となる営業
収入

記載な
し

経年変化を
加味した分
析

考慮あり 公共的施設を禁煙化する法規制は、ホ
テル、モーテル、レストランの営業収入
に影響しなかった。

マイナス
影響なし

サンプル数が少ないた
め、判断には注意を要す
る。

査読なし

9

Connoly, et al.
2005

ハーバード大学公衆
衛生実践講座報告書

アメリカ、
マサチューセッツ州、
2004年7月、
職場（レストランとバーを
含む）を全面禁煙化

関連
なし

食事、アルコールにかか
わる課税金額、雇用者数

経年変
化加味

回帰分析お
よびANOVA
(分散分析)

考慮なし 食事に関する納税金額、アルコール消
費に関する納税金額、ともに法規制によ
る統計学的に有意な影響は見られな
かった。
飲食店業における雇用者数も影響はな
かった。

記載なし 査読なし

10

Cowan, et al.
2004

ミズーリ州保健老年局
報告書

アメリカ、
ミズーリ州、
メリービル市、
2003年6月9日、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの課税対象とな
る営業収入

経年変
化加味

なし 考慮なし レストランを全面禁煙とする法規制によ
り課税対象となる営業収入は増加した。

マイナス
影響なし

Pakkoらの分析により、レ
ストランとバーの営業収
入に有意な変化はなかっ
た。
レストランチェーン店の新
規開業は増加した。
喫煙者組合のKuneman
はこの報告書の批判を
行った。

査読なし

11

Dai.
2004

フロリダ大学ワーリン
トンカレッジ経済ビジ
ネス研究所報告書

アメリカ、
フロリダ州
2003年、
ホテル、レストラン、旅客
業を全面禁煙化

関連
なし

フロリダ州のレストラン、ラ
ンチルーム、ケータリング
サービス、居酒屋、ナイト
クラブ、バー、リキュール
店、および、娯楽施設の入
場にかかわる営業収入

経年変
化加味

重回帰分析 考慮あり フロリダ州の全面禁煙化の法規制は、レ
ストランなどのサービス産業の総収入に
影響しなかった。
レストラン、ランチルーム、ケータリング
サービスの売上、および、飲食店業とレ
ジャー産業の雇用者数は増加した。
居酒屋、ナイトクラブ、バー、リキュール
店の営業収入、娯楽施設の入場者数、
および、宿泊業の雇用者数は統計的に
有意な変化はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

12

Dresser et al.
1999

オレゴン州健康局パシ
フィックリサーチ研究
所報告書

アメリカ、
オレゴン州、
コーバリス市、
1998年、
バーを全面禁煙化
（オレゴンタバコ規制プロ
グラム第44条）

関連
なし

バーにおける蒸留酒、モ
ルトウィスキーの販売によ
る営業収入、ビデオ販売、
および、飲食業協会から
得られた総営業収入

なし 連続変数に
ついてはt-検
定、質的変数
についてはカ
イ二乗検定、
法規制前後
の収入に関
するデータに
ついては
ANOVA

考慮なし バーを全面禁煙化する法規制による経
済的な影響はほとんどの施設で認めら
れなかった。
特に、アルコールを販売する業種にも影
響はなかった。
ポーカー場では、若干の減収があった可
能性がある。
事前に予測されたとおり、喫煙者が法規
制のない市外の施設を利用することも
あったが、その影響は小さく、逆に、非喫
煙者の利用が増えたことで相殺された。

マイナス
影響なし

査読なし
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表3．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析した41論文の一覧（査読なし）　（つづき）
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

13

Dresser et al.
1999

ウィスコンシン州タバ
コフリー連合報告書

アメリカ、
ウィスコンシン州、
デーン郡、
1993年、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

レストランの課税対象とな
る営業収入

経年変
化加味

デーン郡と州
内他郡の変
化傾向の比
較

考慮なし 1997年のデーン郡のレストランの営業収
入は1992年に比較して24％増加した。
一方、デーン郡以外の同期間の増加は
19％であった。
デーン郡の１人当たりのレストランでの
消費金額は150ドル増加したが、デーン
郡以外では100ドルの増加にとどまっ
た。

マイナス
影響なし

査読なし

14

Engelen et al.
2006

ニューヨーク市健康局
の依頼によるリサーチ
トライアングル研究
所、および、ローズ
ウェールバーク研究所
報告書

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
2003年3月26日、
バー、レストラン、ボウリ
ング場、居酒屋、ビンゴ
ホールを全面禁煙化

関連
なし

課税対象となる営業収入 経年変
化加味

経年回帰分
析

考慮なし 屋内施設を全面禁煙とする法規制によ
り、バーやアルコールを提供するレストラ
ンを含め、その営業収入に影響はなかっ
た。

マイナス
影響なし

小売業における営業収入
の変化に関するグラフは
示されたが、分析には用
いられなかった。よって、
経済状況の経年変化は
考慮されていない。

査読なし

15

Evans & Hyland.
2005

メリーランド大学経済
学部メリーランド人口
動態研究センター報
告書

メリーランド州医師
会、メリーランド州ス
モークフリー連合

アメリカ、
メリーランド州、
モントゴメリー郡、
2003年10月のレストラン
とバーを含む屋内職場を
全面禁煙化

関連
なし

レストランとバーを全面禁
煙とする法規制の前後の
営業収入とその雇用者数

経年変
化加味

（法規制のあ
るモントゴメ
リー郡と）法
規制のないメ
リーランド州
のその他の
郡やバージ
ニア州との傾
向性の比較

考慮あり モントゴメリー郡の法規制は、レストラン
等のサービス産業にほとんど影響しな
かった。
モントゴメリー郡内のレストランの納税額
の増加は、メリーランド州の法規制のな
い地域の増加とほぼ同じであったことか
ら、法規制の影響はなかった、と考えら
れた。

マイナス
影響なし

アルコールを提供するフ
ルサービスのレストランと
バーの雇用が若干増加
し、アルコールの提供が
ないファストフード店など
では減少した。アルコー
ルを提供する店舗の利用
者が増加したことが影響
した、と考えられた。

査読なし

16

Felmingham et al.
2003

オーストラリア、
タスマニア、
サービス産業を全面禁煙
とする法規制、
2001年9月1日、
食事を提供しないバーと
ゲーム場は除外されてい
たが、2006年1月1日よ
り、すべてのバーを含め
全面禁煙化

関連
なし

オーストラリア政府統計局
小売販売業調査による営
業収入（四半期ごとの季
節変動を調整）

経年変
化加味

重回帰分析
（四半期ごと
の季節変動
で調整）

考慮なし マイナス
影響なし

査読なし

17

Fletcher.
1998

カリフォルニア州アメリ
カ肺協会による報告
書

カリフォルニア州健康
局助成研究

アメリカ、
カリフォルニア州
チコ市、
1997年1月、
バーを全面禁煙化

関連
なし

レストランとバーの課税対
象となる営業収入

経年変
化加味

なし 考慮なし チコ市の118のアルコール提供ライセン
スのある店舗の分析。
法規制以前、1996年の営業収入は1995
年に比較して4％減少した。
法規制がされた1997年の営業収入は、
1996年に比較して10.3％増加した。
1997年の増加分はビールとワインを提
供する店舗の収入の増加によるもので
あった。
一方、ビール、ワインだけでなくウィス
キーなどの蒸留酒を提供する店舗の収
入は1995年以降一貫して減少した。
なお、この減少は法規制の以前から継
続する傾向であった。

マイナス
影響なし

（ウィスキーのような蒸留
酒を販売する店舗の）減
少は法規制の前から始
まっていたことから、その
他（法規制以外）の要因
も関与すると考えられた。

査読なし

18

Glantz.
2000

アメリカ国立がんセン
ター助成研究

アメリカ
カリフォルニア州、
1995年にレストランを全
面禁煙化、
1998年にバーを全面禁
煙化

関連
なし

アルコールを提供するす
べてのレストランとバーの
営業収入

経年変
化加味

重回帰分析 考慮あり バーを禁煙化する法規制の前後で、食
事を主とするレストランの営業収入に変
化はなかった。
バーを禁煙化する法規制の前後で、小
売業の営業収入に占めるバーの営業収
入の割合は、有意に増加した。

アルコールを提供するレストランが禁煙
化されたことで増加した営業収入よりも、
バーが禁煙化された際の増加の方が大
きかった。

マイナス
影響なし

査読なし

19

Hahn, et al.
2005

ケンタッキー大学国際
研究助成プログラム

アメリカ、
ケンタッキー州、
2004年4月、
レストラン、バー、
ビンゴホール、
ビリヤード場、
ホテル、モーテルなどの
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

雇用者数、給与支払いに
伴う税、レストランとバー、
ホテル、モーテルの新規
開店と閉鎖の店舗数

経年変
化加味

特別な記載
はないが、経
済モデルの
分析を行った

考慮あり レストランの雇用者数は増加した。
バーの雇用者数は変化がなかった。
ホテル、モーテルの従業員数は、法規制
の前（1999年1月〜2004年4月）に比較し
て、法規制の5ヵ月後は減少した。

マイナス
影響なし

査読なし

20

Harrison et al.
2006

ミネアポリス州政府健
康家族支援局および
ライセンス許認可局報
告書

アメリカ、
ミネアポリス州、
2004年3月、
レストラン、バー、
クラブ、
ボーリング場などの
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

課税対象となる営業収入 なし なし なし 法規制後、2005年の第2と第3四半期の
アルコールと食事を合わせた営業収入
は、前年同期比で7.08％の増加であっ
た。その増加は、法規制の前である2003
年から2004年にかけて増加した6.26％よ
りも大きかった。
食事に関する営業収入は、法規制の
前、2003年から2004年の比較で7.23％
であったが、法規制後の2004年から
2005年の増加は8.59％で大きかった。
アルコールの販売は、2003年から2004
年は2.99％の増加に対して、2004年から
2005年は1.8％であった。

マイナス
影響なし

業種による法規制の影響
の大きさに差が発生した
のは、4ヵ月後に施行され
た別の法規制、つまり、
飲酒運転に関する血中ア
ルコール濃度の基準値
が厳しくなったことの影響
が考えられる。

査読なし

21

Hyslett & Huang.
2000

テキサス州政府疾病
障害タバコ規制局報
告書

アメリカ、
テキサス州、
1994年〜1996年、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

1987年から1999年の課税
対象となるレストランと小
売業の営業収入

経年変
化加味

線形回帰分
析

考慮あり レストランの営業収入にマイナスの影響
はなかった。
小売業についても総収入、あるいは小
売業に占めるレストランの営業収入の比
率も影響はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

22

Hild et al.
2001

アラスカ大学極地健康
研究所報告書、アンカ
レッジ州政府助成研
究

アメリカ、
アラスカ州、
アンカレッジ市、
2000年7月、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

飲食店業の雇用者統計 なし 雇用者数の
平均数と標
準偏差、
全産業に占
める飲食店
業労働者の
割合

考慮なし 法規制後、全面禁煙化した店舗の成長
率は10％であった。
一部、禁煙化しなかった店舗もあった
が、成長率には差はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし
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表3．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析した41論文の一覧（査読なし）　（つづき）
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

23

Huang & McCusker.
2004

Morbidity and
Mortality Weekly（アメ
リカ疾病管理予防セン
ター、週刊疾病率死亡
率報告）

アメリカ、
テキサス州、
エルパソ郡、
2002年、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

売上税、飲料税の統計 経年変
化加味

重回帰分析 考慮あり レストランとバーを全面禁煙化する法規
制の前後で、その収入の減少はなかっ
た。

マイナス
影響なし

査読なし

24

Hyland & Tuk.
2001

Tobacco Control

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
2001年3月26日、
レストランとバーを含む
屋内施設を全面禁煙とす
る法規制

関連
なし

雇用者統計 なし なし なし 1994年から1999年の年間平均雇用者数
に比較して、法規制後の雇用者数は
22,000人増加した。

マイナス
影響なし

査読なし

25

Hyland.
2002

ローズウェルパークが
ん研究所、ニューヨー
ク州政府健康局、ロ
バート・ウッド・ジョンソ
ン基金

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
サフォーク市、
エリー市、
モンロー市、
ウェストチェスター市、
1995〜2000年、
レストランを全面禁煙化、
もしくは、独立した排気装
置のある喫煙室を設置す
ることを義務化

関連
なし

課税対象となるレストラン
とバーの営業収入

経年変
化加味

多変量回帰
分析

考慮あり マイナス
影響なし

査読なし

26

Lal et al.
2003

Australian and New
Zealand Journal of
Public Health.

オーストラリア、
ビクトリア州、
2001年7月、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

営業収入に関する自己申
告

経年変
化加味

分割時系列
分析

考慮あり レストランとカフェを全面禁煙化する法規
制による営業上のマイナスの影響はな
かった。

マイナス
影響なし

査読なし

27

Lal et al.
2004

Tobacco Control

オーストラリア、
タスマニア、
2001年9月1日、
レストランを全面禁煙化
（食事を提供しないバー
とゲーム場は除外）

関連
なし

オーストラリア政府小売業
統計に提出される毎月の
営業収入

経年変
化加味

分割時系列
分析

考慮あり 屋内施設を全面禁煙とする規制法はレ
ストラン、カフェ、パブ、クラブの毎月の収
入にマイナスの影響はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

28

Lawless.
2005

ヘネピン郡経済局

アメリカ、
ミネソタ州、
ヘネピン郡、
2005年3月31日、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

法規制前の2003年、2004
年の第2四半期と法規制
後の2005年第2四半期の
営業収入と店舗数

なし 2003年から
2004年への
変化率と、
2004年から
2005年への
変化率の比
較

考慮あり ウィスキーなどの蒸留酒の売り上げの
2004年から2005年への変化率は、2003
年から2004年への変化率よりも小さかっ
た。

マイナス
影響なし
／減収
あり

著者のコメントにあるよう
に、サンプル数が小さい
ため法規制の影響を結
論できなかった。

査読なし

29

Lund. 2006
Lund & Lund. 2006

SIRUSノルウェーアル
コール・薬物研究所

ノルウェー、
2004年、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

営業収入 なし なし なし レストランとバーのビール販売量は6％
減少した。

減収あり 統計的な処理が不十分
で、結果の取扱には注意
を要する。
著者が述べているよう
に、減収には他の要因の
影響の存在が考えられ
る。
客観的な指標を検討した
論文として、唯一、減収を
報告。

査読なし

30

Maroney.
1994

カリフォルニア州クレ
アモント大学院大学経
済政策学部報告書
カリフォルニア州健康
局研究助成、カリフォ
ルニアタバコ税イニシ
アチブ1988（計画99）

アメリカ、
カリフォルニア州、
17市と3郡、
1990年代初頭、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
の営業収入。
レストラン以外の産業の課
税対象となる営業収入。

経年変
化加味

観察群19郡
市と87対照
郡市の売上
税の線形回
帰分析

考慮あり レストランの営業収入は喫煙の法規制
の影響を受けなかった。
法規制のない郡市の営業収入は有意な
変動が観察されたが、規制のある郡市
ではそのような変動は見られなかった。
法規制のある郡市から、それがない郡
市への利用者の移動も見られなかった。
法規制の施行の日時、その他、地理的
な条件、周囲の郡市のレストランの状
況、住民の喫煙率も、法規制のある郡市
のレストランの営業収入に影響を及ぼさ
なかった。

マイナス
影響なし

複数の郡市では、今回検
討されなかった因子がレ
ストランの営業収入に影
響した可能性がある。

査読なし

31

Mosley & Schmidt.
2003

マイノット州立大学ビ
ジネス学部、ノースダ
コタ障害者センター

アメリカ、
ノースダコタ州、
マイノット市
2002年1月1日、
レストランを全面禁煙化
する法規制

関連
なし

レストランの課税対象とな
る営業収入

経年変
化加味

線形回帰分
析

考慮あり マイノット市のレストランを全面禁煙化す
る法規制の施行は、その営業収入に影
響しなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

32

ニューヨーク市金融局.
2004

ニューヨーク市金融
局、健康精神保健局、
小規模事業管理局、
経済局、協同組合

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
2003年3月26日、
レストラン、バー、
ボウリング場、居酒屋、
ビンゴホールなどの
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

レストランとバーの課税対
象となる営業収入、雇用
者統計、新規開業と閉鎖
の店舗数

経年変
化加味

なし なし 法規制後の2003年4月から2004年1月の
営業収入は、法規制以前の2002年から
2003年の同時期に比較して8.7％上昇し
た。
2003年3月から12月の雇用者統計デー
タは、10,600人の新たな雇用があり、季
節変動を調整しても2,800人の増加で
あった。
レストランとバーの店舗数は、2002年の
第3四半期と2003年の第3四半期で差は
なかった。
2003年12月には、アルコールを提供す
る店舗のライセンス数は、2002年に比較
して234軒増加した。

マイナス
影響なし

査読なし

33

ニューヨーク市健康精
神保健局.
2003

ニューヨーク市健康精
神保健局

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
2003年3月26日、
レストラン、バーなどの
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

雇用者統計 経年変
化加味

なし 考慮あり レストラン等を全面禁煙化する法規制
後、10,000人の雇用が増加し、季節変動
を調整しても1,500人の雇用が増加した。

マイナス
影響なし

査読なし

34

ニュージーランド政府
健康省.
2005

ニュージーランド政府
健康省

ニュージーランド、
2004年12月10日、
レストラン、バーを含むす
べての屋内職場を全面
禁煙化する法規制

関連
なし

ニュージーランド政府小売
業統計の営業収入

経年変
化加味

あり（具体的
な記載なし）

なし レストランとカフェの営業収入は法規制
後に11.7％増加し、ホテル業は13.8％増
加した。
バーとナイトクラブのアルコール販売は
2％増加した。

マイナス
影響なし

査読なし
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表3．タバコ産業と関係がなく、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析した41論文の一覧（査読なし）　（つづき）
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

35

大洋州統計.
2001

カナダ、ブリティッシュ
コロンビア州政府補償
局、労働者のための
大洋州統計報告

カナダ、
ブリティッシュコロンビア
州、
2000年1月1日、
スタンド式のバー、ホテ
ル内のレストラン、パブ、
キャバレーを含むすべて
のサービス産業を全面禁
煙化

関連
なし

レストラン、ケータリング、
バーにおける、毎月のア
ルコール類の販売金額、
および、雇用者保険の数

経年変
化加味

最小二乗回
帰分析

考慮あり 法規制された2000年1月のホテル／リ
ゾートにおけるアルコール類の販売額、
すべての施設におけるアルコール類の
販売額、海兵隊施設とその周囲のバー
の営業収入は減少したが、2月と3月に
はマイナスの影響はなかった。国境沿い
の地域のマイナスの影響は小さかった。
同様の法規制が1999年1月から始まって
いたため、マイナスの影響は小さかった
と考えられる。故に、レストラン等の営業
収入と雇用者数に長期的な影響が発生
することは考えにくい。短期的なマイナス
の影響が大きかった州内の特定の地区
もあったが、長期的な影響はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

36

Price.
2004

トレド大学公衆衛生学
部、
オハイオ州タバコ規制
基金

アメリカ、
オハイオ州
2003年12月、
レストラン、バー、ボーリ
ング場などの屋内施設を
全面禁煙化

関連
なし

業種別、事業場規模別、
経営母体別、純利益等の
経済状況の経年変化

経年変
化加味

反復測定分
散分析

なし レストラン、バー、ボーリング場を全面禁
煙化する法規制が行われたトレド市と、
規制がなかったボーリンググリーン市な
ど対照群の3市との間に経済的な影響
の差はなかった。

マイナス
影響なし

査読なし

37

Pope & Barotosch.
1997

マサチューセッツ市公
衆衛生タバコ規制プロ
グラム、健康経済研究
所報告書
健康保護基金

アメリカ、
マサチューセッツ州、
1992年から1995年、
屋内施設を全面禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
の営業収入

経年変
化加味

多変量回帰
分析

考慮あり すべての事例の分析で、レストランを全
面禁煙化する法規制により、その営業
収入は5％から9％増加した。

マイナス
影響なし

査読なし

38

Sabry & Patton.
2007

ティンレイパーク市議
会報告書

アメリカ、
イリノイ州、
ティンレイパーク市、
2007年1月2日、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

課税対象となるレストラン
とバーの営業収入

経年変
化加味

あり（具体的
な記載なし）

考慮あり 法規制後、営業収入の減少が見られた
が、周囲の対照群に比較して有意差は
なく、また、季節変動の影響が考えられ
た。
その後の四半期には営業収入は回復し
た。

マイナス
影響なし

査読なし

39

Stoltz & Bromelkamp.
2007

ミネソタ公衆衛生研究
所
クリアウェイミネソタ

アメリカ、ミネソタ州、
ベルトラミ郡
　　（2005年1月）
ヘネピン郡、
ラムゼー郡、
ブルーミントン市、
ゴールデンバレー市、
ミネアポリス市
　　（2005年3月）
ムーアヘッド市
　　（2004年11月）
ミネソタ州全域でのレスト
ランとバーを全面禁煙化

関連
なし

レストランとバーの営業総
収入額と店舗総数

経年変
化加味

なし
（小売業全体
に占めるレス
トランとバー
の割合を呈
示）

明記なし いずれの調査でも、法規制の影響はな
かった。

マイナス
影響なし

査読なし

40

Styring.
2001

ハドソン研究所、
インディアナタバコフ
リー、疾病予防セン
ター

アメリカ、
インディアナ州、
フォートウェイン市、
1999年1月、
レストランを全面禁煙化

関連
なし

飲食税 経年変
化加味

多変量回帰
分析

考慮あり レストランを全面禁煙化する法規制は、
アレン郡のレストランの営業収入に影響
を及ぼさなかった。

マイナス
影響なし

続いて行われた利用者
の調査でも同様の結果で
あった。

査読なし

41

テイラーコンサルタント
グループ
1993

サンルイスオビスポ市
喫煙規制・経済委員
会報告書

アメリカ、
カリフォルニア州、
サンルイスオビスポ市、
1990年8月、
レストランとバーを全面
禁煙化

関連
なし

課税対象となる営業収入 経年変
化加味

回帰分析 考慮あり レストランとバーを全面禁煙化する法規
制は、その営業収入と納税額に影響を
及ぼさなかった。

マイナス
影響なし

査読なし
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表4．タバコ産業、タバコ産業と関連のある著者が客観的な指標の分析した15論文の一覧
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容 タバコ産業と

の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制
の影響）

コメント 査読の
有無

1

経済ビジネスリサーチセン
ターLtd.
2005

スコットランドの禁煙化に反
対するグループの報告
禁煙化に公然と反対するグ
ループ

アイルランド、
2004年3月29日、
屋内施設を全面禁煙化

法規制に反
対するタバコ
産業との強
い関係あり

バーの営業収入 なし 時系列分析
を行ったこと
が示されてい
るが、具体的
なデータと分
析手法は示
されていな
い。

考慮あり 法規制により、営業収入総額は
10.7％減少し、営業価値は7.3％減
少した。

減収あり 法規制後、7ヵ月間の分
析しか行われていない。

査読なし

2

Kjona.
2007

国際喫煙者の権利団体の
報告

アメリカ、
コロラド州、
2006年7月、
レストランとバーを全面
禁煙化

記載はない
が、喫煙者の
権利団体に
よる報告

ウイスキーなどの蒸留酒、
ワイン、ビールの販売量

あり コロラド州の
歳入内訳をも
とに作表とグ
ラフ化が行わ
れたのみ

なし アルコール類の販売量の増加率
は、法規制により若干減少した。

減収あり 数ヶ月のデータで、通年
のデータが示されていな
いため、（季節変動を含
む）傾向が示されていな
い。
真の影響が評価できる研
究手法が必要である。

査読なし

3

Kuneman.
2005

喫煙者クラブ、
喫煙者の権利団体の報告

（Kuneman氏は1980年から6
年間、フィリップモリスが所
有するセブンアップ社の化
学者であった）

アメリカ、
コロラド州、
プエブロ市、
2006年7月、
レストランとバーを全面
禁煙化

喫煙者クラブ
がタバコ産業
から金銭の
提供を受け
たことは明記
されてはいな
い

プエブロ市とその周囲の
郡を含むレストランの課税
対象となる営業収入

あり なし
（変化と変化
率の表とグラ
フが示された
のみ）

なし レストランの営業収入は法規制後に
減少した。

減収あり 著者は、翌年に観察され
た明らかな営業収入の回
復に関するデータを所有
している。
バーも同時期に禁煙化さ
れており、レストランの顧
客がバーにシフトしたこと
も影響している。

査読なし

4

Kuneman & McFadden.
2005

喫煙者クラブ、
喫煙者の権利団体の報告
（著者らはタバコ産業の援
助を受けていない、と表明
しているが、McFadden氏は
喫煙者の権利団体に所属
しており、「全面禁煙を阻止
するためのガイドブック」を
作成している）

アメリカ、
喫煙規制が厳しい
カリフォルニア州、
ニューヨーク州、
マサチューセッツ州、
ユタ州
と
喫煙規制が緩い
アラバマ州、
ケンタッキー州、
ミシシッピ州、
ノースカロライナ州
との比較

喫煙者クラブ
がタバコ産業
から金銭の
提供を受け
たことは明記
されてはいな
い

アメリカ政府商務省より得
たレストランとバーの営業
収入

あり 喫煙規制が
厳しい州と緩
い州の平均
成長率の比
較

なし 法規制により、レストランとバーのビ
ジネスは80％の減収であった。

減収あり 査読なし

5

Lilley & DeFranco.
1996

エンパイア・ステート・レスト
ラン居酒屋連合の報告書

アメリカ、
ニューヨーク州、
ニューヨーク市、
1995年4月10日、
35席以上のレストランは
バー部分を除き全面禁
煙化

フィリップモリ
ス社との関係
あり

1993年1月から1996年3月
までのレストランにおける
雇用状況

なし なし なし レストランの雇用状況は、2,779人
（4％）減少した。

減収あり 雇用状況の悪化を法規
制によるものと結論して
いるが、雇用状況の悪化
は法規制以前から始まっ
ていた。
法規制の直前の雇用状
況も示されていない。
他の研究者から、サンプ
ルの抽出方法に対する
疑義が示されている。

査読なし

6

Masotti & Creticos.
1991

ノースウエスタン大学
（研究母体が示されていな
い）

アメリカ、
カリフォルニア州、
サンルイスオビスポ市、
1990年8月、
レストランとバーを全面
禁煙化

フィリップモリ
ス社との関係
あり

課税対象となるレストラン
とバーの営業収入

なし なし
（四半期の比
較のみ）

なし 直近の2四半期のが示されたのみ。
服飾および小売業全体の収入変化
（減少）は、レストランとバーの変化
よりも小さかった。

減収あり 他の論文で同市の数年
間の変化が検討されてい
るが、法規制による影響
は認められなかった。
その後、利用者へのイン
タビューに関する調査も
行われているが、法規制
の影響は認められなかっ
た。

査読なし

7

Pakko.
2005

コンサルタント会社報告

アメリカ、
デラウェア州、
2002年11月、
ゲーム場を含む屋内施
設を全面禁煙化

著者はタバコ
産業との関
連あり

ゲーム場の営業収入 あり 回帰分析 考慮あり 法規制により3ヵ所のゲーム場は有
意な営業収入の低下が見られた。

減収あり 査読なし

8

Pakko.
2005, 2006

コンサルタント会社報告

アメリカ、
ミズーリ州、
メリービル市、
2003年6月9日、
レストランを全面禁煙化

著者はタバコ
産業との関
連あり

課税対象となるレストラン
とバーの営業収入

あり 回帰分析 考慮あり レストランとバーの営業収入に、法
規制による有意な影響は見られな
かった。
調査の終了時、有意な営業収入の
増加、および、フランチャイズ店の新
規開業が増加した。

マイナス
影響なし

著者は、大規模がバーが
法規制の対象外とされた
ことを強調している。

査読なし

9

Pakko.
2007, 2008

コンサルタント会社報告

アメリカ、
ミズーリ州、
コロンビア市、
2007年1月、
レストランを全面禁煙化

著者はタバコ
産業との関
連あり

課税対象となるレストラン
とバーの営業収入

あり 回帰分析 考慮あり 地域経済全体の減少傾向と天候不
順の影響もあり、レストランとバーの
収入は減少傾向であった。

減収あり 法規制直後の7ヵ月間の
みが分析されている。

査読なし

10

Thalheimer & Associates
Inc.
2005

コンサルタント会社報告
レキシントン州ファイエット
郡食品飲料協会

アメリカ、
ケンタッキー州、
レキシントン市、
2004年4月、
レストラン、バー、
ビンゴホール、
ビリヤード場、
ホテル、モーテルなどの
屋内施設を全面禁煙化

著者はタバコ
産業との関
連あり

ビール販売会社による
ビール販売量

あり 経済数量化
モデル

なし 法規制により、アルコール販売量は
業者によって11％、13.3％、9.8％減
少した。

減収あり ビール販売会社6社のう
ち、3社のデータ。
国全体の経済状況が考
慮されていない。

査読なし

11

Applied Economics.
1996

アメリカ、
アリゾナ州、メサ市、
1996年6月
一般職場とサービス産
業を全面禁煙化

フィリップモリス社宿泊
業プログラム助成金

フィリップモリ
ス社の資金
提供あり

レストラン、バー、ボーリン
グ場、ビリヤード場、タバコ
店、ホテル、モーテルの営
業収入

なし なし
（規制前1995
年7、8月と
規制後1996
年7、8月の比
較）

なし 7、8月の2ヵ月間の営業収入は法規
制前後で3〜12％減少した。
規制されなかったバーとタバコ点の
営業収入は変化がなかった。

減収あり この調査には、メサ市の3
分の2のレストランが分析
されていなかった。
メサ市のすべてのレスト
ランを分析した調査で
は、法規制後の収入は
2％増加していた。

査読なし

12

Deloitte & Touche.
2003

コンサルタント会社報告

アメリカ、
各州の法規制

タバコ産業（ナショナル・
レストラン協会）助成金

タバコ産業の
資金提供あ
り

レストランの営業収入と利
益に関するアンケート

なし 回帰分析 考慮あり 多くの法規制の結果、多くの回答は
減収であった。
増収と回答したのはわずかであっ
た。

減収あり 著者自身、本研究の評価
は注意を要する、と強調
している。

査読なし

13

Lilley & DeFranco.
1999

コンサルタント会社報告書

アメリカ、
カリフォルニア州、
1998年、
バーの全面禁煙化

フィリップモリス社マネジ
メント協同組合助成金

フィリップモリ
ス社の資金
提供あり

バーの雇用とバーの店舗
数を法規制前（1997年1月
1日）と規制後（1998年1月
1日）で比較

なし なし なし バーの雇用は9.7％減少し、顧客1人
当たりの消費も12.7％減少した。
バーの店舗数も7.4％減少した。

減収あり 特定の日（1月1日）を比
較する研究手法は不適
切である。
ベースラインデータと各
種の変動を含めて判断す
るためには数年間のデー
タが必要である。

査読なし

14

Laventhol & Horwath.
1990

サービス産業関連会社報
告書

アメリカ、
カリフォルニア州、
ビバリーヒルズ市、
1986年3月、
レストランを全面禁煙化

フィリップモリス社とレイ
ノルズ社助成金

フィリップモリ
ス社との関係
あり

課税対象となるレストラン
の営業収入

なし なし
（同市の1986
年と1987年
の4月、5月、
6月の営業収
入の比較）

なし レストランの営業収入は規制前後で
6.7％減少した。

減収あり 著者らは、単純に1987年
の第2四半期を比較して
いるが、1986年の第3、第
4四半期、あるいは、1987
年の第1四半期は増加し
ていた。

査読なし

15

Lilley & DeFranco.
1996

マサチューセッツ州レストラ
ン協会報告書

アメリカ、
マサチューセッツ州、
2004年7月に施行され
た職場（レストランと
バーを含む）を全面禁
煙とする法規制

タバコ会社からの明確
な資金提供は示されて
いないが、著者はフィ
リップモリス社の関係者

フィリップモリ
ス社との関係
あり

1993年から1995年のレス
トランの雇用状況

なし なし なし 調査期間中、14の自治体がレストラ
ンを含む屋内施設を全面禁煙化す
る法規制を実施した。
法規制により、71％の雇用が失わ
れ、27％の新たな雇用が発生し、結
果として平均21％の雇用が失われ
た。

減収あり 複数の自治体は、この調
査期間よりも後に法規制
を実施している。
課税対象となる営業収入
を分析した研究では、マ
イナスの影響は発生しな
かったことを証明してい
る。

査読なし
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表5．タバコ産業との関係が不明で、客観的な指標（課税対象となる営業収入、売上税、雇用統計など）を分析した5論文の一覧
著者
ジャーナル名
出版年
著者の背景

レストランとバーを禁煙
化する法規制の内容

タバコ
産業と
の関連

アウトカム／方法
客観／主観データ
記述

法規制
前後の
分析

法規制前後
の傾向・変動
を加味した分
析手法

経済の
好・不況
の考慮

結果
結論

（法規制の
影響）

コメント 査読の
有無

1

Adams & Cotti.
2006

ウィスコンシン大学研
究グループ

アメリカ、
ウィスコンシン州、
2001年から2004年、
郡レベルで実施されたレ
ストランとバーを全面禁
煙化

関連
不明

郡レベルの雇用者統計を
四半期ごとに分析

経年変
化加味

あり 考慮あり レストランとバーを全面禁煙化する法規
制が、その雇用状況に影響を及ぼした
証拠は認められなかった。
喫煙率の高い郡におけるバーの雇用者
数は5.3％減少したが、喫煙率の低い郡
の影響は小さかった。

判断保留 本研究は法規制の直後
しか分析が行われていな
い。

査読なし

2

Clower & Weinstein.
2004

（研究母体の記載な
し）

アメリカ、
テキサス州、
ダラス市、
2002年3月、
レストランとバー、
ホテル、
ビンゴホール、
ボーリング場
を全面禁煙化

関連
不明

アルコール類の販売額 なし なし なし アルコール類の販売額は3.6％減少し
た。その減少額は、前年よりも3倍大き
かった。
一方、そのような減少は周囲の規制の
ない都市では見られなかった。

減収あり 本調査では、レストラン等
のサービス産業へのマイ
ナスの影響が報告された
が、その翌年に行われた
同様の調査では、影響が
なかったこと、および、レ
ストランの店舗数が増加
したことが報告された。

査読なし

3

Evans.
2005

（研究母体の記載な
し）

カナダ、
オンタリオ州、
オタワ市、
ロンドン市、
キングストン市、
キシュナー市、
2000年、01年、03年、
バーを全面禁煙化

関連
不明

バーとナイトクラブの営業
収入と納税額のサンプリン
グ調査

経年変
化加味

回帰分析 考慮あり 法規制後、バーとパブの営業収入は、規
制がなかった場合と比較して
オタワ市で23.5％減少、
ロンドン市で18.75％減少、
キングストン市で24.3％減少、
キシュナー市で20.4％減少した。

減収あり サンプルの抽出方法と分
析方法が明らかにされて
いない。
バー以外にも全面禁煙化
されたその他の業種の
データが示されていな
い、などの問題点があ
る。

査読なし

4

Phelps.
2006

ケンタッキー州経済ビ
ジネス研究センター

アメリカ各州、
郡レベルでレストランと
バーを全面禁煙化する
法規制

関連
不明

雇用者統計 あり
（年単位
比較の
み）

なし なし バーの禁煙化により、雇用者は17％減
少した。
レストランの禁煙化により、大きな郡の
雇用者は1.9％減少し、小さな郡では
0.27％減少した。

減収あり 100％喫煙が禁止された
郡では、雇用状況が良好
で、人口も大きかったこと
が述べられている。

査読なし

5

Pubco.
2002

オンタリオ州パブ・バー
連合報告書
（研究母体の記載な

カナダ、
オンタリオ州、
オタワ市、
2001年9月、
バーを含む屋内施設を
全面禁煙化

関連
不明

オンタリオ州醸造組合によ
るビール販売量

なし なし なし 前年同期間（10ヵ月）の比較で、ビール
販売量は10.5％減少した。

減収あり 査読なし
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    図１．ファミリーレストラン， 82 店舗の営業収入の推移 
      （喫煙区域・禁煙区域の設定のみ，2007 年 1 月度を 100％とする） 
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図２.禁煙化による飲食店の売り上げの変化
【目的】 レストランの全席禁煙化による

売り上げへの影響の検討

【対象】 全国展開しているファミリーレ
ストラン（総店舗数259店舗）

【方法】
改装前24ヵ間と改装後12ヵ月間の
営業収入の比較

【結論】
客席を全席禁煙化することにより、営
業収入が有意に増加。分煙化では改
装により増加傾向がみられるが、有
意ではなかった。
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P<0.001

（大和 浩、他: 日本公衆衛生雑誌、61(3):130-135、2014）

当該ファミリーレストランの全店舗の
全席禁煙化(2013年11月）が実現
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厚生労働科学研究費補助金（第３次対がん総合戦略研究事業） 
分担研究報告書  

 

J - S T O P を利 用 した医 学 生 に対 する禁 煙 支 援 教 育  
 

研究協力者  永井 正規  埼玉医科大学医学部公衆衛生学 教授  
 太田 晶子  埼玉医科大学医学部公衆衛生学 講師  
 増居 志津子  大阪がん循環器病予防センター 予防推進部  
研究分担者  中村 正和  大阪がん循環器病予防センター 予防推進部長  

研究要旨 
 医学部のカリキュラムの一環として、eラーニングによる禁煙支援 (禁煙指導 )指導者トレーニングプログラム：

J-STOP（Japan  Smoking  cessat i on  Tra in ing  Outreach  Pro jec t）を用いて禁煙支援

教育のための実習を行った。実習は11月の午後半日 (13：30 -17：05)を連日2回、2012年、2013年

の第４学年生それぞれ110人、126人を対象とした。実習前後に同一問題での筆記によるテスト行い得点の

変化を観察した。多くの学生は学習内容に関心をもち、意欲をもって実習した。学習課題が、目新しい

疾病 -ニコチン依存症 -であり、治療に行動科学的アプローチがとられているなどの比較的特異的な内容

と、コンピューターを用いた対話的学習方法が多くの学生に新鮮な印象を与えていることは、実習後の

感想を聞く中で窺われた。実習前後のテストの成績から、所期の成果を上げられたものと評価できた。 
 医学部教育における教育内容の一部として、患者への禁煙支援は重要な課題であり、J-STOPはこ

れを行うための、有用、貴重な資源である。 

A．研究目的  

 医学部学生に対して喫煙、禁煙に関する

教育を行うことは、禁煙推進のための環境

整備、支援方策の普及方法の１つである。 

｢発癌リスクの低減に資する効果的な禁煙

推進のための環境整備と支援方策の開発

ならびに普及のための制度化に関する研

究｣班の大きな貢献によって開発された e ラ

ーニングによる禁煙支援 (禁煙指導 )指導者

トレーニングプログラム：J-STOP（Japan 

Smoking cessation Training Outreach 

Project）を用いて医学部第４学年生を対

象として行われた禁煙支援教育 (実習 )によ

って得られた資料を用いて、その有用性を

検討した。 

 

B．研究方法  

１．J-STOP の概要  

 J-STOP は禁煙治療・禁煙支援を実施す

るために必要な知識やスキルを習得すること

を目的とした e ラーニングによる指導者トレ

ーニングプログラムで、 本来医師やコメディ

カル、薬局・薬店の薬剤師、地域・職域の

保健指導者を対象としている。ここには、禁

煙外来担当者のトレーニングのための「禁

煙治療版」、医師による日常診療や薬局・

薬店で働く薬剤師のトレーニングのための

「禁煙治療導入版」、地域や職場の保健指

導者のトレーニングのための「禁煙支援版」

の 3 つのプログラムが準備されている。3 つ

のプログラムはそれぞれ導入編、知識編、

実践編の 3 つの段階に分かれ、各段階でビ

デオ講義、テキスト学習、症例検討、Q&A

演習、バーチャルカウンセリングなどの課題

が用意され、各プログラムの受講者は各段

階を順に受講するものとなっている。各プロ

グラムで必要な時間 (目安 )は順に 10-12 時

間、3-4 時間、4-5 時間とされている。 

 

２．実習の目的  

 実習の目的として、次の事項を掲げた。 

【この課題の狙い（GIO）】 

1. 喫煙者に対する医師の役割を知る。 

2. 健康に対する喫煙の悪影響を確認す

る。 

3. 禁煙の効果を確認する。 
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4. 喫煙者への援助方法（禁煙支援・喫煙

治療）を知る。 

5. 禁煙の方法 (依存症治療 )について承知

する。 

【何を学ぶか（SBO）】 

1. 喫煙の害について説明できる。 

2. 禁煙の効果について説明できる。 

3. ニコチン依存症のスクリーニングテストが

できる。 

4. 禁煙の方法を列挙することができる。 

5. 禁煙支援を実践できる。 

 

３．実習の方法  

 医学部第４学年生のカリキュラムの中の一

つのユニット「疾病の予防と対策」の中で 11

月のある 1 週 (月－金曜日 )の午後

(13:30-17:05)をその実習に当てている。学

生はこの中で複数の課題について実習を行

うが、2012 年と 2013 年の 2 か年、3 つの課

題の中の一つを「禁煙支援」とし、これが

J-STOP を利用した実習である。2012 年と

2013 年の対象学生はそれぞれ 110 名、

126 名である。各年、学生を 5 つのグループ

（A,B,C,D,E）に分け、そのうちの 3 グループ

（A,B,C）が月・火曜日、2 班（D,E）が水・木

の午後を使って課題「禁煙支援」を実習し

た。各グループはそれぞれ 4 つの班 (A1-A4

班 ,B1-B4 班など、1 つの班の学生は 5-7 人）

に分けられ、適宜、班ごとに相談、レポート

の作成、全体への発表を行った。実習の概

要は表 1 にまとめたとおりである。 

表 1 実習の概要  

 

 実習の内容は次のとおりである。 

第 1 日 (グループ A,B,C は月曜、D,E は水

曜） 

 まず、事前テストを実施、30 問の筆記テス

ト多肢選択形式で、別紙資料に示すもので

ある。 

次にパーソナルコンピュータから「禁煙治療

導入版」にアクセスし、次の内容を受講す

る。 

1.導入編  

 日常診療の場で短時間でできる禁煙の効

果的な働きかけ 

2.知識編  

（導入クイズ+テキスト学習＋アセスメントテス

ト）班ごとに次の 4 課題の中の 1 課題のみを

割り当て、これのみを受講する。受講後各

課題を担当した班の中の 1 班がそれぞれ教

壇に立って学習内容を他の班員に提示し、

全員で知識を共有する。各班は学習内容

についてのレポートを提出する。 

 1)喫煙の健康影響  

 2)禁煙の効果      

 3)ニコチン依存症  

 4)禁煙の薬物療法  

3.実践編  

バーチャルカウンセリング 

 班ごとに次の 3 ケースの中の 1 ケースのみ

を割り当て、これのみを受講する。受講後各

ケースを担当した班の中の 1 班がそれぞれ

教壇に立って学習内容を他の班員に提示

し、全員で知識を共有する。各班は学習内

容についてのレポートを提出する。 

 1)動機づけ編 ケースＣ(咽頭炎 ) 

 2)動機づけ編 ケースＤ(健診 ) 

 3)動機づけ編 ケースＥ(小児科 ) 

4.Q＆A 演習  

  導入クイズ、アセスメントクイズの中から選

んだ問題 (クイズ)26 問について、教室内の

無線通信 (回答、評価）システムによって一

斉に 1 人 1 人回答させる。 

 

第 2 日 (グループ A,B,C は火曜、D,E は木

実施年 2012年 2013年
学生数 110 126
班構成 5～6人×20班 6～7人×20班
日 　　　　12班:月火

　　　　　8班:水木
時間 13：30-17：05×２回



曜） 

 DVD に収録されている「一般コース実践

編」のプログラムを使った実習。

録された内容はインターネットで提供される

「禁煙治療版」実践編の中の、

薬剤治療法編・カウンセリング編と同じ「禁

煙治療版」実践編の中の症例検討：ケース

A・ケース

1.バーチャルワークショップ

 1).Q&A

 A、B セットのいずれかを個人が選び、その

中の 10

ット B セットを選んだ学生の中の

ぞれ教壇に立って学習内容を他の学生に

提示し、全員で知識を共有する。学生は個

人ごとに学習内容についてのレポートを提

出する。

 2)症例検討

 ケース

び、それぞれ受講する。受講後ケース

ース B を選んだ学生の中の

教壇に立って学習内容を他の学生に提示

し、全員で知識を共有する。学生は個人ご

とに学習内容についてのレポートを提出す

る。 

2.バーチャルカウンセリング

 班ごとに割り当てられた次のケース

いずれかを受講する。受講後ケース

ス B を選んだ班の中の

に立って学習内容を他の班員に提示し、全

員で知識を共有する。各班は学習内容に

ついてのレポートを提出する。

 1)バーチャルカウンセリングケース

 2)バーチャルカウンセリングケース

3.Q＆A

  「禁煙治療版」実践編の中から選んだ問

題 (クイズ

信 (回答、評価）システムによって一斉に

人 1 人回答させる。

4.事後テスト

に収録されている「一般コース実践

編」のプログラムを使った実習。

録された内容はインターネットで提供される

「禁煙治療版」実践編の中の、

薬剤治療法編・カウンセリング編と同じ「禁

煙治療版」実践編の中の症例検討：ケース

・ケース B と同一である。

バーチャルワークショップ

.Q&A 演習  

セットのいずれかを個人が選び、その

10 問について受講する。受講後、

セットを選んだ学生の中の

ぞれ教壇に立って学習内容を他の学生に

提示し、全員で知識を共有する。学生は個

人ごとに学習内容についてのレポートを提

出する。 

症例検討  

ケース A、ケース B

び、それぞれ受講する。受講後ケース

を選んだ学生の中の

教壇に立って学習内容を他の学生に提示

し、全員で知識を共有する。学生は個人ご

とに学習内容についてのレポートを提出す

バーチャルカウンセリング

班ごとに割り当てられた次のケース

いずれかを受講する。受講後ケース

を選んだ班の中の

に立って学習内容を他の班員に提示し、全

員で知識を共有する。各班は学習内容に

ついてのレポートを提出する。

バーチャルカウンセリングケース

バーチャルカウンセリングケース

A 演習  

「禁煙治療版」実践編の中から選んだ問

クイズ)20 問について、教室内の無線通

回答、評価）システムによって一斉に

人回答させる。

事後テスト 

に収録されている「一般コース実践

編」のプログラムを使った実習。DVD

録された内容はインターネットで提供される

「禁煙治療版」実践編の中の、Q&A

薬剤治療法編・カウンセリング編と同じ「禁

煙治療版」実践編の中の症例検討：ケース

と同一である。 

バーチャルワークショップ 

セットのいずれかを個人が選び、その

問について受講する。受講後、

セットを選んだ学生の中の

ぞれ教壇に立って学習内容を他の学生に

提示し、全員で知識を共有する。学生は個

人ごとに学習内容についてのレポートを提

B のいずれかを個人が選

び、それぞれ受講する。受講後ケース

を選んだ学生の中の 1 人がそれぞれ

教壇に立って学習内容を他の学生に提示

し、全員で知識を共有する。学生は個人ご

とに学習内容についてのレポートを提出す

バーチャルカウンセリング 

班ごとに割り当てられた次のケース

いずれかを受講する。受講後ケース

を選んだ班の中の 1 班がそれぞれ教壇

に立って学習内容を他の班員に提示し、全

員で知識を共有する。各班は学習内容に

ついてのレポートを提出する。 

バーチャルカウンセリングケース

バーチャルカウンセリングケース

「禁煙治療版」実践編の中から選んだ問

問について、教室内の無線通

回答、評価）システムによって一斉に

人回答させる。 

に収録されている「一般コース実践

DVD に収

録された内容はインターネットで提供される

Q&A 演習：

薬剤治療法編・カウンセリング編と同じ「禁

煙治療版」実践編の中の症例検討：ケース

セットのいずれかを個人が選び、その

問について受講する。受講後、A セ

セットを選んだ学生の中の 1 人がそれ

ぞれ教壇に立って学習内容を他の学生に

提示し、全員で知識を共有する。学生は個

人ごとに学習内容についてのレポートを提

のいずれかを個人が選

び、それぞれ受講する。受講後ケース A ケ

人がそれぞれ

教壇に立って学習内容を他の学生に提示

し、全員で知識を共有する。学生は個人ご

とに学習内容についてのレポートを提出す

班ごとに割り当てられた次のケース A、B の

いずれかを受講する。受講後ケース A ケー

班がそれぞれ教壇

に立って学習内容を他の班員に提示し、全

員で知識を共有する。各班は学習内容に

バーチャルカウンセリングケース A 

バーチャルカウンセリングケース B 

「禁煙治療版」実践編の中から選んだ問

問について、教室内の無線通

回答、評価）システムによって一斉に 1
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セットのいずれかを個人が選び、その

セ

人がそれ

のいずれかを個人が選

人がそれぞれ

の

班がそれぞれ教壇

に立って学習内容を他の班員に提示し、全

問について、教室内の無線通

  

 

４．実習結果の評価方法

  

実習の効果を評価した。

 

 (

  

に伴って発生した資料を基にここから得られ

た知見をまとめたものである。個人を特定す

る情報は秘匿されて

 

C

  

了時間の予定

長することもあった。実習中の様子は図

示すとおりである。

 

図

 

点

年ともに事前テストよりも事後テストの成績が

良い。

均点がそれぞれ

年の学生ではそれぞれ

ある。

  事前テストと同じ問題、同じ回答形式

 

４．実習結果の評価方法

  事前テスト、事後テストの成績を比較して、

実習の効果を評価した。

 

(倫理面への配慮）

  本報告は、実際に行った学生教育活動

に伴って発生した資料を基にここから得られ

た知見をまとめたものである。個人を特定す

る情報は秘匿されて

 

C．研究結果  

  実 習 は、ほぼ計 画 通 りに実 施 できた。終

了時間の予定

長することもあった。実習中の様子は図

示すとおりである。

 

図 1 実習の経過

 事前テスト、事後テストの得点

点 )分布は図

年ともに事前テストよりも事後テストの成績が

良い。2012 年の学生では事前、事後の平

均点がそれぞれ

年の学生ではそれぞれ

ある。 

事前テストと同じ問題、同じ回答形式

４．実習結果の評価方法

事前テスト、事後テストの成績を比較して、

実習の効果を評価した。 

倫理面への配慮） 

本報告は、実際に行った学生教育活動

に伴って発生した資料を基にここから得られ

た知見をまとめたものである。個人を特定す

る情報は秘匿されている。

 

実 習 は、ほぼ計 画 通 りに実 施 できた。終

了時間の予定 (17：05 )を最長で

長することもあった。実習中の様子は図

示すとおりである。 

実習の経過  

事前テスト、事後テストの得点

分布は図 2 のとおりで、

年ともに事前テストよりも事後テストの成績が

年の学生では事前、事後の平

均点がそれぞれ 21.9 点と

年の学生ではそれぞれ 22.1

事前テストと同じ問題、同じ回答形式

４．実習結果の評価方法  

事前テスト、事後テストの成績を比較して、

 

本報告は、実際に行った学生教育活動

に伴って発生した資料を基にここから得られ

た知見をまとめたものである。個人を特定す

いる。 

実 習 は、ほぼ計 画 通 りに実 施 できた。終

を最長で 1 時間延

長することもあった。実習中の様子は図

事前テスト、事後テストの得点 (満点は

のとおりで、2012 年、

年ともに事前テストよりも事後テストの成績が

年の学生では事前、事後の平

点と 26.3 点、

22.1 点と 25.3

事前テストと同じ問題、同じ回答形式  

事前テスト、事後テストの成績を比較して、

本報告は、実際に行った学生教育活動

に伴って発生した資料を基にここから得られ

た知見をまとめたものである。個人を特定す

実 習 は、ほぼ計 画 通 りに実 施 できた。終

時間延

長することもあった。実習中の様子は図 1 に

 

 
満点は 30

年、2013

年ともに事前テストよりも事後テストの成績が

年の学生では事前、事後の平

点、2013

25.3 点で



 

図 2 事前テスト、事後テストの得点分布

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前テスト、事後テストの得点分布事前テスト、事後テストの得点分布事前テスト、事後テストの得点分布  
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の変化を見ると次の図

年の学生は実習後

が、

 

図

 

 

れないで割 り当てられた学 生の発 表 を聞 い

ただけの課 題 とで、実 習 による得 点 の向 上

に違いがあるかを見たのが

る。課題によって割り当てられた班の得点向

上 の程 度 が割 り当 てられない班 のそれと比

べて顕 著 であるものと、そうでないものがあ

る。

 個 人 ごとに事 前 テストと事 後 テストの得 点

の変化を見ると次の図

年の学生は実習後

が、2013 年の学生ではこれが目立つ。

 

図 3 実習前後の得点

  

 実 習 を割 り当 てられた課 題 と、割 り当 てら

れないで割 り当てられた学 生の発 表 を聞 い

ただけの課 題 とで、実 習 による得 点 の向 上

に違いがあるかを見たのが

る。課題によって割り当てられた班の得点向

上 の程 度 が割 り当 てられない班 のそれと比

べて顕 著 であるものと、そうでないものがあ

る。 

個 人 ごとに事 前 テストと事 後 テストの得 点

の変化を見ると次の図 3

年の学生は実習後 20 点未満の者がいない

年の学生ではこれが目立つ。

実習前後の得点  

実 習 を割 り当 てられた課 題 と、割 り当 てら

れないで割 り当てられた学 生の発 表 を聞 い

ただけの課 題 とで、実 習 による得 点 の向 上

に違いがあるかを見たのが

る。課題によって割り当てられた班の得点向

上 の程 度 が割 り当 てられない班 のそれと比

べて顕 著 であるものと、そうでないものがあ

個 人 ごとに事 前 テストと事 後 テストの得 点

3 のとおりで、

点未満の者がいない

年の学生ではこれが目立つ。

 

実 習 を割 り当 てられた課 題 と、割 り当 てら

れないで割 り当てられた学 生の発 表 を聞 い

ただけの課 題 とで、実 習 による得 点 の向 上

に違いがあるかを見たのが後出の表

る。課題によって割り当てられた班の得点向

上 の程 度 が割 り当 てられない班 のそれと比

べて顕 著 であるものと、そうでないものがあ

個 人 ごとに事 前 テストと事 後 テストの得 点

のとおりで、2012

点未満の者がいない

年の学生ではこれが目立つ。 

実 習 を割 り当 てられた課 題 と、割 り当 てら

れないで割 り当てられた学 生の発 表 を聞 い

ただけの課 題 とで、実 習 による得 点 の向 上

後出の表 2 であ

る。課題によって割り当てられた班の得点向

上 の程 度 が割 り当 てられない班 のそれと比

べて顕 著 であるものと、そうでないものがあ
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D．考察  

 実習前後のテストの成績から、所期の成

果を上げられたものと評価できる。学生の得

点を個人別に見ると、実習後のテストの成

績が 20 点に満たない学生が 2013 年の実

習でごく一部見られ、これらは学習意欲、に

問題があると考えられる。2012 年はこの形

式の実習を初めて実施したが 2013 年は同

じ形式、内容で 2 回目に行ったことになる。

自発的な学習意欲の乏しい、不合格になら

なければ、あるいは叱責を受けなければでき

る限り楽をしてやり過ごすと考える一部の学

生は、前の学年から実習の態様を知って、

努力を惜しむ態度をとったとの解釈が可能

である。多くの学生は学習内容に関心をも

ち、意欲をもって実習した。学習課題が、目

新しい疾病 -ニコチン依存症 -であり、治療に

行動科学的アプローチがとられているなどの

比較的特異的な内容と、コンピューターを

用いた対話的学習方法が多くの学生に新

鮮な印象を与えていることは、実習後の感

想を聞く中で窺われた。 

 次年度以降も J-STOP を用いた実習を行

うことがよいと考えられるが、方法の工夫とし

て、次のことが考えられる。 

1.学生 1 人 1 人に固有の ID 番号を与え、

ホストコンピューターにアクセス、回答状況を

記録し、これによって、個々の学生の評価を

行う。 

2.これに従って、他の学生との協力、話し合

い、教室内における他の学生への発表、レ

ポートは求めない。 

3.班によって別の課題を割り当てる形をや

めて、全ての課題を行うことにする。 

4.事前テスト、事後テストを変更し、ホストコ

ンピューターに残されたネットによるやりとり

の記録をもとに学生の評価、実習方法の評

価を行う。 

実施可能性については今後の検討課題で

ある。 

 

E．結論  

 J-STOP を用いた医学部学生の実習を 2

年間、合計 236 人に対して行った。目新し

い実習の内容、方法は大多数の学生の関

心、意欲を高め、有効な実習を行うことがで

きた。医学部教育における教育内容の一部

として、患者への禁煙支援は重要な課題で

あり、J-STOP はこれを行うための、有用、貴

重な資源である。 

 

F．研究発表  
1．論文発表  

 なし 

2．学会発表  

永井正規 , 太田晶子 , 増居志津子 , 中村

正和 : J-STOP を利用した医学生に対する

禁煙支援教育 2012-13. 第 23 回日本禁

煙推進医師歯科医師連盟総会・学術総会 , 

2014 年 2 月 , 福岡 . 

 

G．知的財産権の出願・登録状況  
  （予定を含む。） 

1．特許取得  

     特になし  

 

2．実用新案登録  

     特になし  

 

3．その他  

     特になし  
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表 2 
割り当てられた課題、割り当てられない課題それぞれの事前テスト、事後テスト得点 

 

 

 

2012年(110名)
1．知識編　

班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %
A1B1C1D1E1    1.6 53.3 2.9 96.7 0.8 26.7 1.6 53.3 1.2 60.0 1.5 75.0 1.6 80.0 1.7 85.0

A2B2C2D2E2    1.5 50.0 2.6 86.7 0.7 23.3 2.8 93.3 0.8 40.0 1.5 75.0 1.4 70.0 1.9 95.0

A3B3C3D3E3    1.8 60.0 2.6 86.7 0.7 23.3 1.7 56.7 0.9 45.0 1.9 95.0 1.5 75.0 1.7 85.0

A4B4C4D4E4    1.3 43.3 1.9 63.3 0.7 23.3 1.3 43.3 0.8 40.0 1.2 60.0 1.5 75.0 1.8 90.0

2．カウンセリング 

              
班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %

A1-4 D1-3     1.8 90.0 1.9 95.0 1.4 70.0 1.7 85.0 1.9 95.0 1.9 95.0

B1-4 D4 E1-2     1.9 95.0 1.9 95.0 1.5 75.0 2 100 2 100 1.9 95.0

C1-4 E3-4     1.9 95.0 1.8 90.0 1.5 75.0 1.7 85.0 2 100 2 100

5．カウンセリング 

              
班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %

A1-4 B1-2 D1-4   2.7 90.0 2.9 96.7 2.3 76.7 2.5 83.3

C1-4 B3-4 E1-4   2.7 90.0 2.8 93.3 2.4 80.0 2.5 83.3

事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト

事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト
ケースC（咽頭炎） ケースD（検診） ケースE（小児科）

事後テスト

ケースA（うつ病） ケースB（急性心筋梗塞）

事前テスト

問1　（1）（2）（3） 問1　（4）（5）（6） 問1　（7）（8） 問1　（9）（10）
事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト

2013年(126名)
1．知識編　

班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %
A1B1C1D1E1    1.9 63.3 2.9 96.7 0.9 30.0 1.8 60.0 0.9 45.0 1.7 85.0 1.6 80.0 1.7 85.0

A2B2C2D2E2    1.9 63.3 2.9 96.7 0.7 23.3 2.4 80.0 0.8 40.0 1.6 80.0 1.5 75.0 1.7 85.0

A3B3C3D3E3    1.8 60.0 2 66.7 0.7 23.3 0.7 23.3 0.9 45.0 1.4 70.0 1.6 80.0 1.7 85.0

A4B4C4D4E4    1.6 53.3 2.2 73.3 0.9 30.0 1.1 36.7 0.9 45.0 1 50.0 1.4 70.0 1.7 85.0

2．カウンセリング 

              
班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %

A1-4 D1-3     2 100 1.9 95.0 1.4 70.0 1.6 80.0 2 100 1.9 95.0

B1-4 D4 E1-2     1.8 90.0 1.9 95.0 1.5 75.0 1.8 90 2 100 1.9 95.0

C1-4 E3-4     1.9 95.0 1.9 95.0 1.4 70.0 1.5 75.0 1.9 95 2 100

5．カウンセリング 

              
班 平均 % 平均 % 平均 % 平均 %

A1-4 B1-2 D1-4   2.6 86.7 2.8 93.3 2.2 73.3 2.3 76.7

C1-4 B3-4 E1-4   2.7 90.0 2.8 93.3 2.2 73.3 2.5 83.3

事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト

事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト
ケースD（検診） ケースE（小児科）

事後テスト

ケースA（うつ病） ケースB（急性心筋梗塞）

事前テスト
ケースC（咽頭炎）

問1　（1）（2）（3） 問1　（4）（5）（6） 問1　（7）（8） 問1　（9）（10）
事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト 事前テスト 事後テスト

:割り当てられた課題


